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産業厚生常任委員会
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議長(岡村統正君)

おはようございます。ただいまの出席議員数は 13 人です。

なお西村清勇君が少し遅れるとのことでございます。

定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。

本日の日程は、お手元に配付のとおりです。

日程第１、一般質問を行います。

引き続き、７番森正彦君の発言を許します。

７番（森正彦君）

おはようございます。７番議員の森です。通告に従って質問させ

ていただきます。

1 問目に、令和２年度の予算編成についてお伺いします。限られ

た予算で多くの事業を実施していかなければならない予算編成は

大変でしょう。しかし佐川町を幸せな町にするためには大事な作業

ですので、頑張っていただきたいと思います。

まず最初に、令和２年度の予算編成にかける思いを町長にお伺い

したいと思います。思い、方針をよろしくお願いします。

町長(堀見和道君)

おはようございます。御質問いただきありがとうございます。森

議員の御質問にお答えさせていただきたいと思います。来年度の予

算編成方針につきまして、私としまして今年の 10 月の末に書類を

整理して、総務課長のほうに提出しております。その中で来年度に

つきましては、第５次佐川町総合計画の５年目を迎えることになり

ます。中間年を迎えることになりますので、来年度の佐川町の経営

方針としまして、2020 年度の経営方針としまして、第５次総合計画

に基づく町づくりが５年目を迎える中、これまでの５年間の総括を

行い、次の５年間につなげる実効性のある計画に改善し、世界一幸

せな町をまじめにおもしろくみんなでつくる、このことを経営方針

に掲げて伝えております。また行動指針としまして、新しく付け加

えたものに関しましては、少し行動という部分ではないかもしれま

せんが、働く時間を短縮し働き方を改善するため、能力、技能向上

に励むと。何か単純な仕事であってもですね、技能向上することに

よって時間を短縮するということもできます。パソコンのキーボー

ドをたたくスピードが早くなるだけで、文書を作成する時間も短く

なりますので、そういった基本となるような技能、能力についても

一人一人が前向きに改善を図ってもらいたいなという思いで書か
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せていただいています。あと各課に期待することにつきまして、来

年度たくさんの事業が控えております。職員の皆さんには忙しい中、

確実に町民の皆さんのために事業を進めてもらわないといけない

と思います。一致団結して取り組んでいかなければならないという

ふうに考えていますが、総務課につきましては、来年度この本庁舎、

庁舎の非構造部材の耐震化と大規模改修工事に着手をすることに

なっています。単年度では恐らく終わらないだろうというふうに想

定をしておりますが、この工事に関してはかなり大きなウェイトに

なってくるというふうに思っております。あと総務課とチーム佐川

推進課それぞれに期待することをあげていますが、川内ケ谷の町所

有の住宅の活用方法を決定し、事業化することということを明記さ

していただいております。あとチーム佐川推進課につきましては、

今年度から来年度にかけて、道の駅の基本計画を策定することにし

ておりますが、年度末には建物の設計に関しての準備をしていかな

ければいけないということで、基本計画を策定して建物の実施設計

につなげていくこと、ということを明記しております。あと町民課

につきましては、高知県の新たな産業廃棄物管理型最終処分場の関

連する業務がたくさんあります。処分場に関連する業務全体の調整

をはかり、県事業の確認、ならびに町民への報告、地域振興策のと

りまとめを確実に行うことと、いうことを明記しております。あと

健康福祉課につきましては、来年度佐川町地域密着型サービス事業、

共生型の施設が開所になりますので、円滑な推進を図ることを明記

しております。あと産業建設課につきましては、道の駅に関連しま

して、国土交通省との協議、調整が大切になります。国土交通省と

の協議、調整を確実に進める中で、道の駅の基本計画を策定し建物

の実施設計につなげていくことと、いうことを明記しております。

あと教育委員会につきまして、来年度が３年目、地方創生総合戦略

が３年目の取り組みになりますが、佐川未来学の構築、カリキュラ

ムの策定を確実に進めること、また本庁舎と合わせまして、来年度

文化センターの非構造部材の耐震化と、大規模改修工事を行います。

これは緊防災、一般的に起債、緊防災の期限、起債の期限が来年度

ということになっております。本庁舎も文化センターも合わせて来

年度工事を着手すると、いうことで今設計を進めております。また

図書館、青山文庫、発明ラボの融合施設としての、新文化拠点の整

備について、基本計画を策定し建物の設計、プロポーザルにつなげ
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ていくということを明記しております。

以上、来年度はたくさんの事業が控えております。予算的にも大

きな予算を組まなければいけないというふうに考えております。ま

た来年度は総合計画の５年目を迎えると合わせて、地方創生総合戦

略、まち、ひと、しごとの総合戦略の第２期の計画に基づく町づく

りがスタートする年度になります。国のほうで、まち、ひと、しご

と総合戦略の概要が今年、12 月中には発表されるというふうに聞い

ておりますけど、その国の方針をしっかりと組みまして、佐川町と

してこれまで地方創生の取り組みを第２期の計画の中で進めていく

ということ、このことにしっかり取り組んでいきたいと、その中で

地域再生計画も策定をして、なかなか予算的に規模の大きな事業も

控えております。地方創生総合戦略の中で、施設整備につなげるこ

ともできる事業もありますので、企業版ふるさと納税等もしっかり

活用して、財源確保に自ら邁進していきたいと、いうふうに考えて

おります。

来年度はそういう意味で大きな 1 年になろうかというふうに思っ

ています。しっかりと議員の皆様と協議をさせていただきながら、

議員の皆様からまた意見をいただきながら、事業前に進めていきた

いと考えております。以上になります。

７番（森正彦君）

来年度大きな予算を組んで、佐川町の将来のために前へ進めてい

かなければならないというふうに考えると言われました。その中で

総合計画の次の５年に向けての検証ですかね、ということに触れら

れましたが、それはどのようにして進めていくのでしょうか。それ

と地方創生総合戦略、第２次これもどのように策定をしていくのか、

その点をお伺いしたいと思います。

町長(堀見和道君)

お答えさせていただきます。総合計画の進捗管理につきましては、

役場内でもしっかりＰＤＣＡを回して年度年度の予算編成に向け

てですね、改善を行うように、この事業がちょっと遅れているんじ

ゃないかとか、この事業に関してはもう少し具体的に取り組みを進

めたほうがいいんではないかということを、企画の課でありますチ

ーム佐川推進課が各課の事業について、チェックをしてですね、各

課にそれぞれにフィードバックをすると、いう形で行っております。

また全体としましては、審議会のほうで年２回報告、説明をさせて
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いただいて、議員の皆さんから意見をお伺いすると、いう形で進め

ております。10 年間の５年間が終わるという年になりますので、全

体もしっかり見ながら、次の５年間に向けてＰＤＣＡのチェックの

部分ですね、チェックをしっかり行って改善、必要なものに関して

は改善をして前に進めていくと、いうこの取り組みを庁内、また審

議会の中で、しっかりと回していきたいと考えております。

あと総合戦略につきましては、役場内でしっかり協議をしたうえ

で、これまでの取り組みの流れ、自伐型林業とものづくりによる地

域活性化ですとか、後は地域ぐるみのふるさと学とシティプロモー

ション事業、これまで第１期の総合戦略を更に進めていくと、いう

ことが大きな柱になっていきます。庁内でしっかりと協議をして案

を固めた中でですね、たたき台を作った中で、また委員の皆様にも

しっかりと御説明をして、住民の皆さん、地域のそれぞれの立場の

皆さんですね、産官学金労言と国のほうで言っておりますが、それ

ぞれの立場の皆さんにも意見をいただいて、最終的には総合戦略を

取りまとめていきたいと考えております。議員の皆様にはしっかり

ですね案の段階で報告を、説明をさせていただいて、御意見もおう

かがいしたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いい

たします。以上です。

７番（森正彦君）

総合計画については、庁内、審議会でやっていかれるということ

やと思います。ということでしたが、最初の５年間、次の５年間、

若干、意味、重要性もそれぞれ違ってくるかと思います。ＰＤＣＡ

しっかり回してですね、目的達成のために頑張っていただきたいと

思います。特に総合計画は町民みんなでつくりましたので、やっぱ

り町民みんなのものとなるような、やり方を進めていっていただき

たいなあと、今までのことを町民もしっかり腹に入れる、そしてこ

れからのこともしっかり入ると、そういう進め方をぜひしていただ

きたいと思います。総合戦略のほうも同じようにしっかりと前へ進

めていっていただけたらいいかと思います。よろしくお願いします。

若干、話は変わりますが、先ほど町長が予算規模について、大き

な予算になる可能性があるということですが、およそどれくらいの

規模になるであろうと、いうほうのことがわかりましたら、総務課

長お願いしたいと思います。

町長(堀見和道君)
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私のほうからお答えさせていただきますが、現時点では概略、総

枠も出ておりませんので、ただ庁舎の非構造部材の耐震化大規模改

修、あと文化センターの非構造部材の耐震化大規模改修、これにつ

きましては、合わせて７億から８億くらいの規模になるんではない

かなと、現時点では想定しております。以上です。

７番（森正彦君）

７億円くらいの規模になる可能性もあると、これに関しては一般

財源からの持ち出しはパーセント的にはどれぐらいになるのでし

ょうか。

総務課長（麻田正志君）

おはようございます。まだ予算の計上額もまだ決まっておりませ

んけれど、その役場の非構造部材でありますとか、それと文化セン

ター非構造部材、そちらのほうが緊急防災の対象事業ということに

なれば、そちらのほうの充当率は確か 100％だったと思いますので、

一般財源的にはそれほどの持ち出しはなかろうかと思います。図書

館のほうにつきましても充当できる財源があれば、まだちょっとそ

のあたりも見てみないきませんけど、起債等いろんな財源があれば、

それを充ててということになりますが、まだちょっとそのあたりの

こと精査しておりませんので、今のところお答えできるのは以上と

いう内容になります。

７番（森正彦君）

総務課長、図書館という言葉が今出て来たように思うんですが、

図書館は何をされるんですか。

総務課長（麻田正志君）

お答えいたします。すみません、来年度の当初で図書館の関係の

経費とかが上がってくると思いますので、設計とかいうような部分

です。そういうな部分で充てれるような財源があればということで、

すみません、申し上げました。以上でございます。

町長(堀見和道君)

私のほうから補足の説明をさせていただきます。来年度図書館を

含めた新文化拠点につきましては、基本計画を策定して年度内に建

物の設計者を決めるための、プロポーザルを行いたいというスケジ

ュールで今全体計画をしています。具体的な設計の業務につきまし

ては、来年の末から再来年度にかけて、繰り越しというかたちで想

定しておりますけども、建物の設計予算については来年度の予算、



148

当初予算に上げるのか、もしくは補正で上げるのか、今検討してい

る最中でございますので、また最終的に決定した段階でですね議員

の皆様には御説明をさせていただくと、いうことになります。以上

です。

７番（森正彦君）

わかりました。耐震化の関係で図書館が入っているみたいな感じ

に聞こえましたので、聞き直させていただきました。ありがとうご

ざいました。その図書館、設計の段階に進んでいくということです。

よろしくお願いしたいと思います。

それからですね、図書館は出てきましたので、道の駅の関係も同

じようなかたちで進めていくんでしょうか。そのあたりはいかがで

しょう、お願いします。

チーム佐川推進課課長（岡﨑省治君）

おはようございます。先ほどの道の駅の関係ですけど、今予算を

来年度の予算につきましては、予算の要求を今精査しているところ

でございますけど、スケジュールと合わせまして考えますに、今年

は基本構想を策定をして、今年度末に固めると、あとは今年度後半

末からですね、基本計画に着手をするというスケジュールになって

います。その上でですね来年度につきましては運営の中身の検討に

入っていきますので、そういった例えば生産者とのワークショップ

であるとか、引き続きそういった経費であるとか、あるいは中身を

検討するところの、アドバイザーの経費であるとか、ソフト的には

そういうものが考えております。あとは建物についてはですね詳細

の調査、地番の調査であるとか、設計であるとか、そういったもの

が予算として想定をされるということでございます。以上です。

７番（森正彦君）

ありがとうございました。道の駅のほうも着々と前へ進んで行っ

ているということが確認できました。

若干、話が変わりますが、令和元年度は教育に力を入れた予算編

成がありました。事業を推進していてですね、もう少し予算を強化

し、改善したら良いかということはなかったでしょうか、教育長お

願いします。

教育委員会教育長（濱田陽治君）

おはようございます。御質問ありがとうございます。佐川町の教

育課題の解決を目指す、教育研究所を中心に教職員研修の体系化と
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充実、不登校児童、生徒への支援の充実、ふるさと教育さかわ未来

学構想のカリキュラム開発などに取り組んでおります。現時点は取

り組みが始まった段階ですが、今後３年間で、さかわ未来学構想の

３つの柱、自分たちと町の未来を考えるふるさと力、生きる上での

基盤、バックボーンである人間力、未来を切り開く力を身につける、

未来創造力、この３つの力の育成に向け、教職員の意識改革、資質、

指導力の向上、教育にかかるシステムと取り組みの改善を進め、佐

川町の教育の姿を、次期教育進行基本計画へとつないでいきたいと

考えております。このため所要の初期投資が必要で、一定予算の面

でも御理解いただいているところでございます。条件整備を進め、

初期投資の効果を上げるため、小中学校の教育用タブレット端末、

各校１学期分と、指導者用を購入させていただきましたが、各校か

らは授業改善に有効であり、稼働率が高くいわゆる、ひっぱりだこ

という状態であると、いうふうに報告を受けております。国が経済

対策のために、予定している補正予算を受けて、配備を充実せてい

くことができないかなと、今検討しておるところでございます。あ

りがとうございました。

７番（森正彦君）

本年度、ＩＣＴ教育に取り組むということで、各学校にタブレッ

トを導入しました。ひっぱりだこというように使われているという

ことで、有効に使われているということをうれしく思います。これ

は新しい取り組みで、時代の変化の中で大変重要なことであると思

いますが、このタブレット、学校で聞いてみますと若干足りないと、

ひっぱりだこであるうえで、ということは重要であると、数量がち

ょっと不足しておるというようなことを聞きました。そんなよけで

はないですけれども、生徒全員に渡して先生に渡すと、先生の分が

ちょっと足りなくなる部分があるというふうにも聞いております。

それと非常に子供にも評判がいいと、良く食いついてきてくれると

いうことですが、先生のほうがまだちょっと戸惑いがあると、いう

ようなことも伺っております。そのあたりの買い足し、そして研修

とかそんなことは考えているのでしょうか。お願いします。

教育委員会教育長（濱田陽治君）

今年度もタブレットを８月末に配備していただきまして、それと

前後しまして、アップル社の教育担当に来てもらってですね、教職

員の研修をしたり、それから教職員の中の情報教育の担当者会を数
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時にわたって行いまして、これの公、私用の方法と効果について、

徹底をしております。それと尾川小中学校で試験的にタブレットと

Ｗｉ－Ｆｉを配備しておりましたので、ここで先行的に取り組みま

して、人工知能による個別学習を支援するという、ＣＯＭＰＡＳＳ

社のキュビナというシステムを試してみました。これもそれぞれ子

供たちがそれぞれ数学、算数ですけれども、認知する子供たちの特

性にそれぞれ差があるのですが、これに非常にフィットしたリード

をしてくれます。このような様子を担当者会等で見てもらって、こ

の活用方法を町内に広めると、いうようなことをしております。こ

れ教職員用にはどうも１人１台は必要じゃないかなと、いうふうに

感じています。子供さんたちにどのレベルから持たせるのか、とい

うことを今検討している段階です。子供さんたち一人一人にどの小

学校１年とか３年とか買い足して配備すると、いうことについては

今検討している段階です。以上です。

町長(堀見和道君)

私のほうから補足の説明をさせていただきます。今年度国の補正

予算、経済対策の中で小学５年生以上、中学生３年生までですね、

１人１台にパソコン、タブレット端末をいうことで、補正予算、大

型の補正予算が組まれるという話を聞いています。詳細につきまし

ては、今後どのような内容でどのような条件で国が補正予算として

出していただけるのか、つかめることになりますけれども、この国

の補正予算に応じてですね、町も補正予算を組んで、小学校５年生

以上は１人１台の端末を、いう環境にしていきたいなというふうに

考えております。以上です。

７番（森正彦君）

わかりました。小学５年生以上は１人１台というのは、５年と６

年の生徒足したぶん、タブレットを構えるとそういうことですか。

そうじゃなくって、別々に使うという意味ですか。どっちなんでし

ょう。

町長(堀見和道君)

お答えします。１人１台ですので、５年生が 50 人いれば 50 台、

６年生が 50 人いれば 50 台、それは小５、小６、中１、中２、中３

それぞれの子供に１人１台、パソコンもしくはタブレットの端末が

しっかり学びのために使えるようにと、いう環境を整備したいと考

えています。以上です。
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７番（森正彦君）

ありがとうございます。以前行政でよくあったことが、１回導入

して、そこでおしまいと、その後がない、そういうことで成果が上

がらないことが、よくあったというふうに私は思っております。今

回ＩＣＴ教育の中で、タブレットを導入したと、足りない分を改善

して、丸にして成果の上がるようにすると、いう措置がされている

と、いうことを聞いて安心しました。事業に取り組んだ時にですね、

やはり必要であれば、そのような措置をとって成果を上げると、成

果を上げることが目的で当初にその事業を導入したわけでござい

ますので、そういう姿勢で今後ともやっていっていただいてですね、

この事業を進めていっていただきたいと思います。

いろいろ質問させていただきましたが、まだ編成の段階で詳しい

ことはあまり聞いていきませんので、このあたりで終わりたいと思

いますが、予算編成は大変重要なことはわかって、皆さんご承知の

とおりでございますが、財政の状況はとりあえず健全ではあると思

います。しかし経常収支比率というのは、佐川町は高いわけで、弾

力性に乏しくなってきておると、いう状況にあります。そういう中

ですので先ほど国の支援を上手に活用していく、そういう姿勢も示

されております。そういうこともよく知恵を絞っていただいてです

ね、財政にも目を向けながら、よい予算を組んでいっていただきた

いと思います。これで私このことについての質問を終わります。

次に保育料の無償化についてですが、この点は松浦、坂本両議員

の質問と重複しておりますので、詳しくは質問いたしませんが、若

い人は行政の制度、あんまりよくわからないと思います。しかし他

の町村と比べてっていうのは、若い人には非常にわかりやすいこと

であります。比較するというのはわかりやすい。今回のこの佐川町

の無料化に関してですね、例えば加茂地区、隣の日高村はその部分

を無料にしておりますので、海津見保育園の保護者とか、あるいは

その近隣の若い人についてはですね、「日高村に比べて佐川はその

分有料かよ」ということにわかりやすく考えると思います。私はそ

の分最低でも無料化はすべきと考えております。私自身は保育料に

関しては全て無料化することが望ましいと私は考えております。子

供は町の宝ですので、町全体で支援するという考え方です。そのこ

とは若い人の移住や定住につながり、町の底力になると思っていま

す。土曜日の高知新聞のですね、高知家の人々の欄でですね、佐川
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町に移住してきた方が、なぜ佐川町を選んだかという理由で、子育

てを含めて暮らしやすそうだったと言っています。そして保育料の

無料も喜んでいました。全国の町村で子育て支援で人口減少に成果

を上げている町村は多くあります。保育料完全無料化、全国にたく

さんあるわけです。これ成果上げています。だから保育料完全無料

化への思い切った施策が必要と思います。先ほども言いましたが、

町のこれは底力になると、私は保育料を完全無料化へ、町の将来の

ために進むべきと思っています。実施は可能だとも思っていますし、

方法はあると思っています。町長いかがでしょう。

町長(堀見和道君)

お答えさせていただきます。なかなか財源の捻出が難しい局面に

なっているなあと、ここ１、２年本当に局面になっているなあと、

ここ１、２年本当に頭を悩ましております。いずれにつきましても

来年度、しっかり検討させていただきたいと考えておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。以上です。

７番（森正彦君）

とにかく来年度しっかり検討していただきましてですね、子育て

しやすい町佐川町に、若い人が増えて子供の声が多く聞かれる町に

していったら、佐川町の未来は明るいものになってくるというふう

に思われますので、どうかよろしくお願いします。

次のあったかふれあいセンタースタッフ職員の職務改善も、下川

議員と重複していますので、詳しくは質問しませんが、現状のスタ

ッフ職員の職務内容を鑑みるとですね、改善は絶対的に必要だと思

います。フルタイムで働くスタッフ職員の待遇は現状のままでよい

と思っているのかどうかを、健康福祉課長にお答え願いたいと思い

ます。

健康福祉課長(田村秀明君)

おはようございます。森議員の御質問にお答えします。あったか

ふれあいセンターのスタッフの賃金について、現状でよろしいかと

いうような御質問だと思いますが、健康福祉課としましては、地域

福祉を考えた時に、あったかふれあいセンターはなくてはならない

存在というふうに、認識しております。現時点でのあったかスタッ

フの賃金は、役場の臨時職員の賃金を基準としておりますが、来年

度から役場のほうは、会計年度任用職員制度が開始され、賃金体系

も変わります。県内のあったかふれあいセンターの賃金の支給状況
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を聞き取りを調査、実施しましたので、その内容や町の会計年度任

用職員の賃金体系を参考に、より人材の確保や人材育成、継続して

長期的にですね働き続ける環境を目指して、課内始め財政当局とこ

れから協議をしていきたいというふうに考えています。以上です。

７番（森正彦君）

上等でないと認識しておると、これからそのことについては検討、

協議をしていくと、そういうことでもう一度確認ですがよろしいで

しょうか。

健康福祉課長(田村秀明君)

お答えいたします。先ほど言ったとおりですね、これから周りの

ですね、あったかふれあいセンターを受けているところの状況なん

かも確認しましたので、役場内でですね来年から役場のほうも会計

年度任用職員になりますので、そういったところも含めて、見てで

すね考えていきたいというふうに考えています。以上でございます。

７番（森正彦君）

ありがとうございました。また後は下川議員のほうから詳しい質

問があるかと思います。またよろしくお願いしたいと思います。

先ほど会計年度任用職員のお話が出てきましたが、そのことによ

って、この制度が変わることによって人件費の総額っていうのが増

大、どの程度増えるのかとか、そういったこと総務課長わかってお

られますか。どうかよろしくお願いします。予測できているのか、

どうか。

総務課長（麻田正志君）

お答えいたします。会計年度任用職員にかかる経費についてとい

うことでありますけれど、現在のところ今年の７月に実施しました、

会計年度任用職員の移行に向けた、任用適正化調査、この際に今年

の６月１日現在の雇用状況から、総務課において試算した結果では

ありますけれど、約 5,200 万円の増加があるのではないかというふ

うに見込んでおります。以上でございます。

７番（森正彦君）

今 5,200 万程度増加するということですが、すみません確認です

が、人件費の総額でということでなしに、その部分について 5,200

万円、その対象職員の年間の費用に比べて 5,200 万増えると、そう

いうことですか。

総務課長（麻田正志君）
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お答えいたします。先ほどの答弁と同じように、会計年度任用職

員にかかる経費ということで、給与の他にいろいろな共済費であり

ますとか、いろんな経費がかかります。そのようなもろもろの経費

全て含んでということで、６月１日の現在の雇用状況をそのまま移

行すればという前提の元での試算ということになっております。以

上でございます。

７番（森正彦君）

ありがとうございました。全体にどうなのか、十分理解できてい

ませんが、5,200 万程度増えていくということです。ちゃんとした

待遇はしていって、官製ワーキングプアにならないように、順次改

善していく必要があると、いうふうに思っておるところでございま

す。

ちょっと話が飛んでしまいまして申し訳ないですが、あったかの

スタッフの件、福祉課長があったかふれあいセンターは、ただそこ

に人が集うだけではない地域支援にとってなくてはならないと認識

しておるという発言がありました。本当にそのとおりであると思い

ます。斗賀野地区でもあったかふれあいセンターは、ただそこに人

が集うだけではない、地域福祉全般を見渡して、隙間を埋めていく、

間を埋めていく、そういう活動を本当に熱心にやって、地域福祉が

向上していると、手もかなり差し伸べられてきておると、新しい方

向も必要な施策をやっていこうと、今フレイル予防にもこれから取

り組んでいこうとか、いうふうに積極的にやってくれております。

本当になくてはならない施設でありますし、それを支えていくスタ

ッフっていうのが、やっぱりそれなりの質を私は求めたいと思って

おります。常々ただのデイサービスじゃないよと、いうことは言っ

ておりますし、そのことは職員も理解してくれております。ですか

らやっぱり前へ進めていくうえでも、地域福祉政策を前へ進めてい

くうえでも、やっぱりしっかりした職員を雇用をしていく必要があ

るということですので、どうかよろしくお願いしたいと思います。

本当に住民も頼りにして喜んでおりますので、しっかりと検討して

いただきたいというふうに思います。

次に、台風の強風による倒木によって起こる、停電の対策につい

て質問をさせていただきます。関東千葉県では台風の強風による倒

木が電線を寸断し、長期間にわたる停電が発生しました。電気のな

い生活は誠に不便で、普通の生活はできなくなります。健康や命を
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脅かすことにもなりかねません。そこで質問ですが、倒木による停

電対策について、現状はどうなのかをお聞きします。よろしくお願

いします。

総務課長（麻田正志君）

お答えいたします。倒木による停電の対策についてでありますけ

れど、まず四国電力株式会社に確認をいたしましたところ、倒木の

危険性のある樹木については、判断基準が難しいということなどか

ら、範囲を指定しての伐採は行っておりませんけれど、定期点検に

おいて、電力供給に支障のある樹木については伐採は行っておると、

いうことでありました。町のほうはこの電力の供給については、平

成 25 年の４月の 26 日に四国電力株式会社と協定を締結しました、

災害時における、電力復旧等に関する協定書、こちらのほうに基づ

きまして、大規模災害時等において、停電事故が発生した場合には、

佐川町内の医療機関、そして公共施設、及び拠点避難所等における

電力の復旧を可能な限り優先していただけると、いうことになって

おります。またそういう電力の復旧工事、このような際に必要とな

ります、道路警戒や障害物の除去などにつきましては、佐川町建設

業協会と協定を締結しております、災害発生時における支援活動に

関する協定に基づき、復旧に向けた支援活動のほうも実施していた

だくと、いうことになっております。町のほうでは現在地域おこし

協力隊を中心とした、自伐型林業にも取り組んでおりまして、山林

の保全管理にも努めております。倒木の危険性により電力供給が懸

念されます樹木の情報、そのような情報が寄せられた場合には、四

国電力株式会社に伐採を依頼するなどの、連携を図ってまいりたい

というふうに考えております。以上でございます。

７番（森正彦君）

本当に千葉県では山間地域の集落で、倒木による停電が長時間続

いたということがテレビや新聞で報道されておりましたが、佐川町

を見てみても、山沿いでなくても線路、電線の近くに大きな木があ

って、「あーこれが倒れたら切断されるだろうなあ」いうのもたくさ

んあります。それから「この木やったら小さいうちやったら、誰で

も切れるなあ」っていう物もあります。この倒木による停電対策っ

ていうのは、真剣に考える必要があるんじゃないかと、思うわけで

ございます。私はこのことに関してみんなが倒木による停電は大き

な問題だよと、いう課題の認識をすべきやと、今割りとそれは今ま
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でできていなかったんじゃないかなと、住民、あるいは町当局もま

だまだそこはできていなかったんじゃないかなと、課題を認識すべ

きではないんでしょうか。それとこの課題は住民とともに共有すべ

き点でもあるんじゃないかと、ですから住民とともに点検をして、

ハザードマップにも落とし込んでいったらいいのではないかと、課

題意識の共有ですね、それと特定場所、木の特定をしていくと、そ

れで対象となる樹木で小さい木なんかは、本人や地域で伐採管理が

できるのではないかと、住民とともにやっていったら、そういうこ

とができていけるのではないかと、全部では完璧にはいかないでし

ょうけど、できるのがあると、太らんうちに切っちょくということ

です。小さいものはとにかく地域が伐採できる、そういったことを

提案していく、共通認識していくっていうことが大事やと思います。

それから大きな木を伐採する方法を確立させんといかんと、今地域

おこし協力隊、非常に大きな力を、そういった面では力を持ってお

りますので、そういった人を活用しながらですね、誰がどのような

方法で、あるいは費用をどうするか、そういった研究、検討をして

いくと、そういうことをしていくべきではないかと、地元の地域の

自主防災の人、町、四国電力、こういう人たちが一体となってです

ね、そういう対策を進めていく、できる対策を進めていくべきでは

ないかと、いうことやと思います。そういうことに取り組んで、ま

だ最初は研究、検討だと思いますが、それをしてやっぱり実施して

いく方向に向かうべきではないかと、いうふうに思いますがいかが

でしょうか。

総務課長（麻田正志君）

お答えいたします。先ほどの回答でもお答えいたしましたけれど、

倒木の危険性のある樹木については判断基準が難しいという四国

電力からも回答を得ておりますので、町のほうがここの部分の危険

性のあるというのを、判断してやるというのはなかなか難しかろう

というふうに考えております。また四国電力につきましても、支障

がある倒木については、定期点検において伐採しておるということ

でありますので、町といたしましては、そういう倒木の危険性があ

るというような情報が寄せられましたら、先ほどの答弁のように、

四国電力株式会社のほうに伐採を依頼すると、いうような対応をと

っていきたいというふうに考えております。以上でございます。

７番（森正彦君）
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そこで、地域とともにということがあればですね、伐採が難しい

と思える木も切れるようになると思うんですよ、その部分が非常に

重要な部分で、私の大きな主張の部分であります。それから四国電

力が伐採するって言っても、枝しか落としてないようなことが随分

あるんですよ、枝が少々触れても切断ということはなりにくいんで

すが、倒れるっていうことになると、元からあるいは中途から、切

らなければならない。そういう場合にも持ち主とか、あるいは神社

の物であったりとかあるわけで、地元の協力がなければできない、

その部分を進めていかないと、このことは前に進まないと、こうい

うことなんですが、そのあたりはどうでしょう。

総務課長（麻田正志君）

お答えいたします。当然倒木の危険性があるということで判断さ

れて、そのがを伐採するというところになりましたら、先ほど森議

員がおっしゃられたとおり、地元の方、消費者の方に御協力いただ

いて切ると、いうことになりますので、そういうことについては町

のほうも協力して、やっていきたいというふうには考えております。

以上でございます。

７番（森正彦君）

このことに関しても危機管理の一環でございますので、町も主体

的にですねその課題を認識して、町としては何をすべきかというこ

とをしっかりと考えて実施していただきたいと思います。よろしく

お願いします。まだまだ取り組んでないことですので、これから順

次取り組んでいっていただきたいと思います。本当に電気がなかっ

たら本当に困ります。倒木による停電対策、早急に取り組んでいた

だきたいと思います。

次に道路の新設整備についてを質問します。新設の道路は私が言

います新設の道路は、集落活動センター斗賀野あおぞらから斗賀野

小学校に向けての南北の道路の開設であります。直線で 200 メート

ルぐらいであります。この道路については斗賀野元気村の総会で意

見が出されました。また斗賀野小学校の教育懇談会でも６月に出さ

れ、11 月 31 日の懇談会では会の総意として、町に要望をするとい

うことになりました。教育懇談会のメンバーは学校、ＰＴＡ、自治

会、自治会長、民生委員、地元議会議員、警察の駐在員、消防団長

等のメンバーで構成されていてですね、学校や児童から報告や説明

があり、学校への理解や通学の安全、地域とのつながりなどの意見
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交換や問題の提言がなされています。今回この道の提案の理由は、

危険性と利便性の２つであります。

危険性について斗賀野小学校前の国道 498 号線は交通量が多く、

通学時は特に多くなります。その時間で校門近くで停車する車両が

あれば、流れが遮断され、不安定な状態となります。現在松浦議員

が毎日校門前で児童の安全な横断を助けていますが、松浦議員も危

険性を感じると言います。また学校の構内でも、先生方は子供に注

意しながら駐車場に向かっています。その部分の幅も広くはありま

せん。危険性が高いということです。

２つ目の利便性ですが、斗賀野小学校の体育館は敬老会や、スポ

ーツの練習に使われています。また、拠点避難所にもなっています。

その体育館への車の進入はグラウンド内を通って行かなければなり

ません。危険でもありますし、雨の時はグラウンドがぐちゃぐちゃ

になり、子供に迷惑をかけます。子供の安全とグラウンドの保全の

観点から、東側からの侵入路があればグラウンド内を通らなくて済

みます。その利便性ですが、利便性の１番は拠点避難所使用するこ

とになった時に、最大に利便性が発揮されると思います。学校のグ

ラウンド通ることなく、人の出入りや物資の搬入が可能となります。

また集落活動センターには風呂もありますので、避難所となった場

合非常に非難した方々が利用しやすくなります。また日常的にも子

供の送迎に安全で便利であります。またイベント開催時に集落活動

センターやあおぞら公園との一体的な活用の連絡道としても大変便

利であります。

そして駐車場も整備すべきと思います。グランド内へは車は乗り

入れない、斗賀野小学校はグラウンド周囲と校庭を芝生にしていま

す。あまりに車が入ると、ぐちゃぐちゃになります。今年の夏に空

調施設の工事があり、その際、グラウンドの体育館前、特に体育館

前がですね、みんなで植えて育てた芝が駐車したスペースで全滅し

ました。芝の世話をしていた者、地域の人、ＰＴＡがやっておりま

すが、皆がっくりです。駐車場を整備すれば学校への車の進入は最

低限おさえられます。危険性と利便性、もう１つ付け加えればです

ね、付近には宅地可能な土地があります。宅地の供給は若者の定住

に欠かせません。環境的には最適の立地であります。長くなりまし

たが集落活動センターあおぞらから斗賀野小学校へ向けての南北の

道路を開設すべきと考えますが、いかがでしょうか。
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産業建設課長（田村正和君）

森議員の御質問にお答えします。まず御質問いただきました、現

在集落活動センターから斗賀野小学校に至る経路は２つございま

して、１つは町道大平線から国道 494 号を介して斗賀野小学校の正

門に至る西側の経路、もう 1 つが町道斗賀野駅前線を介して、町道

学校裏線経由で小学校の裏門に至る東側の経路となっております。

御質問にありました箇所については現在小学校に接続するための

現道がなく、水田として耕作されていることと合わせて、経路の途

中には比較的大きな断面の水路もございますので、関係地権者へ耕

作者の方とも十分な協議が必要であると考えております。

また直線で接続する場合でも、新設する路線延長は 100 メートル

程度になろうかと思いますが、事業用地の所得と、事業費の確保が

必要となります。先ほど申し上げました東側の経路で利用してもら

ってます町道学校裏線については、地元の要望をはじめ、小学校か

らも通学路の安全性の向上を願う声がございましたので、事業化し

た路線となっております。平成 26 年度に関係地権者の皆様から工事

の施工承諾、道路の用地の寄附について同意をいただいて、現道拡

幅するかたちで、平成 27 年度の着手から４年を経て、平成 30 年度

に竣工しております。御質問のあった路線につきましては改良済み

の、先ほど言いました町道学校裏線の利用状況も含め、関係者の皆

さんと来年度中によく話し合いを進めて、結論を出したいと考えて

おります。以上でございます。

７番（森正彦君）

ありがとうございます。現在駅前線から東門へ道路が拡幅されて、

あれも非常に良くなって、児童の通学の安全、それから東側から子

供たちの菜園に芋とか麦とか作るわけです。そういった場合の軽四

やトラクターの侵入路に非常に便利であります。しかし、その道は

ずうっと遠回りでもありますし、行き止まりみたいになってしまう

んですね。連絡道ということではありますけど、それへ私が提案し

ている、皆が要望している南北の道路がつければ循環になって、非

常に利便性も向上する。先ほど言いましたが安全性も向上する。そ

の他でも地域の人も非常に今後発展、可能性が高くなるようでござ

いますので、ぜひとも前向きに検討していただいてですね、これは

急なことでもあり、「はい、わかりました、やりましょう」というよ

うなものではありません。予算的なものもあると思いますので、前



160

向いて実現可能な検討をですね進めて行っていただきたいと思い

ます。

以上で今議会の私の質問を終わります。ありがとうございました。

議長（岡村統正君）

以上で、７番森正彦君の一般質問を終わります。

ここで、10 時 15 分まで休憩します。

休憩 午前 10 時 ３分

再開 午前 10 時 15 分

議長（岡村統正君）

休憩前に引き続き、会議を開きます。

引き続き、４番、下川芳樹君の発言を許します。

４番（下川芳樹君）

４番議員の下川芳樹でございます。議長のお許しを得て、通告に

従い、３点の質問をいたします。今議会定例会においても町政の質

を問うものとして、この席から質問をさせていただきます。執行部

の皆さまには誠意あるご答弁をよろしくお願いいたします。

はじめに、加茂地区の新たな管理型産業廃棄物最終処分場のこれ

までの進捗状況および年度内の県並びに町のこれからの予定につ

いてお伺いいたします。本年９月定例会以降、９月８日、11 日の両

日には県より施設受入れ後、初めての地元説明会が集落活動センタ

ー加茂の里で、９月 17 日から 20 日までの間には町から、地域振興

策に関する説明会が加茂地区４カ所で開催されました。県並びに町

からの説明会では、これまでの経過内容が報告されたあとに、今後

の計画として、新たな管理型産業廃棄物最終処分場の整備に向けた

今後のスケジュールと題した資料が示され、計画に沿って事業を進

めていくとのことでした。

このスケジュールによると、年度内にあと２回県による住民説明

会、町と県による連携会議、県庁内推進本部での検討が行われる計

画となっております。県からは本年 12 月の町広報配布時にあわせ

て、自治会の住民説明会を来年１月 16 日と 19 日に行うとの文書が

回っていますが、町において把握しているこれまでの県ならびに町

の進捗状況と、令和元年度末までに予定しているそれぞれの計画の

内容について、お聞かせいただきたいと思います。
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先の 12 月４日付け、高知新聞には 12 月３日に佐川町役場におい

て２回目の県との連携会議が開催され、12 月中旬から建設予定地の

空洞探査やボーリング調査の実施、12 月中に進入道路ルート案を３

つほどに絞るなどの協議が行われたと掲載されていました。これら

の内容にそってお答えいただきます。なお、前日の橋元議員からの

質問と重複する部分については、簡潔にお答えいただいて構いませ

ん。ご答弁をよろしくお願いいたします。

町民課長（和田強君）

下川議員のご質問にお答えいたします。まず、これまでの進捗状

況等について説明させていただきます。まず、町の進捗状況につき

ましては９月の先ほどのご質問の中でもありましたが、９月の 17 日

から４日間、長竹、横山、竹の倉公民館と集落活動センター加茂の

里において地域振興策の策定に関する第１回地元説明会を開催し、

説明会の中ではご発言いただけなかった方からのご意見を伺うた

めに９月末日まで、電話等によるご意見、ご要望の受付を行いまし

た。その後、ご要望の整備を行ったうえで 11 月の１日、６日、８日、

12 月２日の４日間、地区ごとに現地確認を実施し、地元の皆さまと

ともに、地区内を歩き、要望箇所の確認を行うとともにその場でも

追加の要望をお聞きし、現在は地域振興策のための要望のとりまと

めを行っております。

県のほうにつきましては、施設の予定地に関するボーリング調査

等につきましては、昨日の橋元議員のご質問にもありましたので、

割愛させていただきます。施設の基本設計等につきましてエコサイ

クルセンターへの産業廃棄物の種類ごとの搬入量の実績等から新た

に整備する施設に搬入される廃棄物の量を推計する作業をあわせて、

処分場や進出水処理施設などの各種施設の配置について、11 月中旬

に現地調査による状況確認したうえで既存の地形図を利用して検討

を進め、来年１月頃までに、測量により作成した地形図を用いてよ

り詳細な配置計画を策定するようなことになっているようです。

周辺安全対策につきましては、侵入路に関しましては昨日の橋元

議員のご質問にもありましたので、割愛させていただきまして、長

竹川の増水対策について７月末から河川の一部について川の底に溜

まった土砂の掘削等を行っていること。それと９月の中旬から現地

での測量や概略設計の策定に向けた現地調査を実施、1 月末頃には、

測量を作業完了する予定となっているようです。また、現状の流化
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能力等を踏まえて概略設計案を作成し、それらを住民の皆様にお示

しし、ご意見をお聞きしながら来年３月頃に概略設計を策定予定と

のことです。上水道の支援につきましては 10 月下旬から加茂地区全

世帯を対象に各家庭の井戸の有無等に関するアンケート調査を郵送

により実施して 11 月下旬から井戸を設置している各世帯を訪問し

て、井戸の構造や利用状況等について聞き取りを行うとともに井戸

水の水質検査を実施、水質検査等を分析したうえで上水道整備支援

の反映案を作成し、町や地元の皆さまにお示しいただいたご意見を

踏まえて対象範囲と決定する予定になっているということでした。

国道 33 号線の交通安全対策につきましても、状況の把握と分析を行

っており、具体的な対応策について現在検討中とのことであります。

以上です。

４番（下川芳樹君）

詳細な説明をありがとうございます。昨日、橋元議員から質問が

あった進入路に関するルートの件ですが、町長のほうから地元住民

の生活環境に配慮したルート選定をというふうなお言葉も昨日の

発言がありました。この３案に絞るという案については、地元のほ

うから要望があった現在の大平山に上がる、あの既存の道路を拡幅

するというような計画案を中心にルートを定められているのかど

うなのか、そのあたりを県が定められた案等どのようになっている

のか。そのあたりをちょっとわかっていればお聞かせ願いたいと思

います。

町長（堀見和道君）

ご質問いただきましてありがとうございます。下川議員のご質問

にお答えさせていただきます。県からは住民の方から提案のありま

した大平山の鉱山の現道の利用も含めて６案今検討しているとい

う話を聞いております。詳細につきましては私もまだ説明を受けて

おりませんので、承知をしておりませんが、今後どのような過程で

検討したのか。どのような内容で検討したのか、その説明があると

いうふうに聞いております。以上です。

４番（下川芳樹君）

佐川町が取りまとめている地域振興策について岩城副知事は、地

元からいただいた地域振興策はできる限り、要望にそったものにし

ていきたいと過日の連絡会議の中で発言をされています。町ができ

る限り町民の要望にそった振興策の提案を進めていただきたいと
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思いますが、いかがでしょうか。

町長（堀見和道君）

お答えさせていただきます。これまでも一貫して、町民特に加茂

地区の住民の皆さんの声に耳を傾けて加茂地区の住民の皆さんの

要望を極力かなえられるような地域振興策としてまとめていきた

いということを町としても考えておりますし、県にも要望していき

ます。この姿勢は変わらず一貫して今後も行っていきますので、了

解をいただきたいと思います。以上です。

４番（下川芳樹君）

次に、町のほうが振興策の取りまとめに関して住民に説明をする

機会というものが、今後予定されていると思うんですが、それはい

つ頃になるのか、もしわかればお聞かせをいただきたいと思います。

町民課長（和田強君）

ご質問にお答えいたします。住民向けの説明会につきましては、

１月７日から４日間、長竹、横山、竹の倉公民館と集落活動センタ

ー加茂の里で開催を予定しておりまして、今後、住民の皆さんには

ご案内の文書を郵送で発送する予定となっております。

４番（下川芳樹君）

話は変わりますが、さる 11 月 30 日土曜日の午後から県主催の日

下川を中心とした河川改修の現場説明会に参加をいたしました。こ

の話は先日、橋元議員からも触れられた内容ですが、この説明会に

は私以外にも、議長それから坂本議員、橋元議員、宮﨑議員が参加

をされておりました。現在、施工済である日下川の岡花調整池や戸

梶川の馬越調整池、令和２年度末の完成を目指し、工事が進んでい

る日下川、新放水路トンネルなども視察いたしました。放水路トン

ネルは今回で３本目の工事となり、平成 26 年８月の台風 12 号によ

る洪水規模に対して床上浸水被害を解消するもので、すべての事業

が実施された場合には 109 戸の床上浸水が解消されるとのことです。

この説明会に参加して初めて知ったことなんですが、日下川沿い

に形成された平野は仁淀川から離れるほど、地盤が低くなる、低沃

型地形を呈しており、仁淀川に対して、日下川の水がはけにくい地

形であることから、浸水被害が頻発しているとのことでした。言い

換えれば、仁淀川に合流する日下川の出口から、上流である佐川町

加茂地区に向かって、平野部分は下っているということです。河川

勾配も３千分の１しかない、つまり河川の落差が３千メートル進ん
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で１メートルしか下がらない、ほぼ水平に近い水溜り河川です。日

下川は水平に近い状況で、仁淀川へと排水されていますが、河川に

隣接する平野部は佐川町加茂地区に向かって下っており、平野部に

おいては上流に水が流れ、溜まっていく特異な状況が生まれていま

す。長竹川の河川改修を検討するうえで、河川に隣接する農地から

の排水方法を検討しないと上流向けに水が溜まったまま、しばらく

排水ができません。

また日高村や佐川町加茂地区が浸水被害の常習地域となったそも

そもの原因は野中謙山によってつくられた八田堰の影響が大きいと

考えられます。土佐市や高知市、春野町への農業用水を取水するた

め、江戸時代につくりあげられた八田堰の影響により、仁淀川上流

の水位が上がり、日下川からの排水に支障を来たしております。こ

の堰を可動堰とすることで仁淀川上流の水位を下げることができる

かもしれません。県と河川協議において、このことも十分ご配慮い

ただくよう佐川町からの意見として取り上げていただきたいのです

が、いかがでしょうか。通告にない内容でございます。明確な答弁

は求めません。先ほどのご意見、はい、いいえ、検討する、の３択で

結構ですので、そのお答えをいただいて、この質問は終わりたいと

思います。

町長（堀見和道君）

お答えさせていただきます。下川議員のご意見、そのまま県のほ

うに提出をして、県のほうで検討できる内容のものなのか。しっか

りと検討していただきたい、そのように要望としてあげたいと考え

ております。以上です。

４番（下川芳樹君）

それでは２点目の質問です。介護予防交付金に関する佐川町の考

え方について、お尋ねをいたします。本年 11 月 17 日の高知新聞に

政府が年末に編成する 2020 年度当初予算案で介護予防や自立支援

に成果を上げた自治体に手厚く配分する交付金を現在の２倍の 400

億円程度へ大幅拡充させるとの報道がありました。この交付金とは、

厚生労働省が自治体の介護予防の取り組みを後押しするため、2018

年度に創設した、保険者機能強化推進交付金で 18、19 年度予算では

都道府県に約 10 億円、市町村に約 190 億円の総額 200 億円を計上

していたものです。同記事には認知症予防や要介護度の維持、改善

に向けた取り組みを自治体間で競わせ、介護費の膨張を抑えるねら
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いがあるとの内容でした。

記事を読み進めますと、政府は自治体への交付金に差をつけるあ

めとむちの手法で、高齢者の介護予防を加速させる方向を打ち出し

ており、給付と負担の見直しが避けられない社会保障改革で前向き

感をアピールする絶好のテーマに安倍政権は前のめりであるが、当

の自治体からは異論が噴出し、介護現場でもケアが必要になった人

を予防への努力が足りない、と見なす風潮を強めかねない、との不

安の声も上がっているとのことでした。確かにあめとむちを振りか

ざし、これまでの社会保障政策のつけを地方自治体や高齢者に押し

付ける政府のやり方には憤りを感じますが、市町村が介護保険事業

の保険者である限り、この問題はつきまとい、解決しなければなら

ない大きな課題であります。自治体にあった中身の検討を進める糸

口を探っていくこと必要があると考えます。

政府の試算によると介護保険給付費が 2018 年度の 10 兆７千億円

から団塊の世代全員が 75歳以上となる 2025年に 15兆 3千億円、2040

年度には 25 兆８千億円に急増する見込みで、このままでは介護保険

の上昇は避けられないとの見解を示しています。そこで始めに、佐

川町における介護保険料の現状ならびに今後の推移についてお答え

をいただきたいと思います。

健康福祉課長（田村秀明君）

下川議員のご質問にお答えします。介護保険料の現状ならびに今

後の推移でございますが、平成 30 年度末の介護認定数は 967 人、

介護給付費の決算額は約 14 億 1,100 万円となっております。令和

元年度 11 月末の認定者数は 978 名、介護給付費の決算見込み額は

前年度同額と推測しています。令和２年度の認定見込み数は 1,008

人、給付費は共生型の施設は新たに開所予定となっているため、約

16 億 1,200 万円に増額する見込みで団塊の世代が 75 歳以上となる

2025 年、令和７年には認定者数は 1,006 人、給付費は約 17 億８千

万円を見込んでおり、年々増加の傾向にあります。

介護保険料につきましても、介護保険制度が開始されました平成

12 年度は月額 3,117 円でしたが、その後上昇を続け、平成 30 年度

から月額６千円となっています。今後の保険料を推計したものはあ

りませんが、今後、高齢化はさらに進み、介護認定を受ける人は横

ばいとなることが推測されていますので、保険料についても同程度

若しくは増額しなくてはいけないことが推測されています。以上で
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す。

４番（下川芳樹君）

はい、わかりました。ありがとうございます。次にこれらの状況

を改善するために今、取り組んでいること、今後取り組んでいきた

いと考えていることについてお尋ねをいたします。

先の９月定例会で、平成 30 年度介護保険特別会計の決算について

質問をいたしました。その内容は、平成 30 年度保険者機能強化推進

交付金についてでした。この交付金は点数で評価されるもので、全

国平均が 411 点の中、佐川町は 422 点、点数が高いほど交付金が多

くなるとのお答えでした。今回質問している介護予防交付金につい

ても、介護予防につながる実績を数値化するものであり、評価項目

の実施内容により、点数が高くなるということを聞いております。

前回のお答えでも佐川町は、全国平均よりも高い点をとっており、

今後もできることを続けていくと。新しいことにも取り組んでいく

とのことでした。この取り組み内容について、お答えいただける範

囲でお答えを聞かせていただきたいと思います。

健康福祉課長（田村秀明君）

はい、お答えします。交付金の活用した今後の取り組みについて、

まず、継続して取り組んでいるものとしましては、介護保険特別会

計において実施している地域支援事業の介護予防、健康づくりの推

進に取り組んでいます。具体的には介護予防や認知症予防の取り組

みとしまして、高齢者の身近な通いの場である、いきいき百歳体操

や、かみかみ百歳体操、ふれあいサロンに地域の高齢者が主体的に

参加し、活動できるように継続した支援を行っております。また、

各あったかふれあいセンターに出向き、定期的に介護予防の出前講

座を開催するなど、保健師や管理栄養士、歯科衛生士、などリハビ

リ専門職のかかわりも含めた介護予防の取り組みを実施しており

ます。

新しい取り組みとしましては、現在国のほうでは健康寿命の延伸

に向けて、高齢者 1 人１人に対して、フレイル心身多様な課題に対

応したきめ細かな保険事業を行うため、市町村における保険事業と

介護予防の一体的な、実施を推進するという方針を掲げております。

フレイルとは年を取って、心身の活力、筋肉、認知機能、社会との

つながりなどが低下した状態を言い、多くの人が健康な状態からフ

レイルの団塊を経て、要介護状態に陥るといわれています。県内一
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健康長寿の町を実現することを実現することを目指しています当町

としましても、来年度より住民主体で実施するフレイル予防に取り

組んでいきたいと考えています。現在、課内で体制も含め、どのよ

うにすれば、当町にあったやり方で事業展開できるのか、どのよう

にすれば住民の方々にしっかりと根付く取り組みとなるのか、来年

度からの実施に向けて内部で現在検討を重ねているところです。以

上でございます。

４番（下川芳樹君）

いろいろと取り組んでおられる新しい取り組みについても、フレ

イルを活用した地域住民を巻き込んだ取り組みをというふうなお

答えをいただきました。今の予算と人員で担当課である健康福祉課

の皆さんはよく頑張っていると思いますが、介護保険料の本質的な

課題を解決するためには、行政の力だけでは、無理があると考えま

す。このことは、私が役場に勤務していた時代からの大きな課題で

もありました。今の日本は昭和の時代から平成へと時は移り、豊か

で快適な生活スタイルが当たり前のように感じられる時代となっ

た一方で、行政の仕事は時代の変化とともに増え続けてきました。

その理由の一つはこれまで地域で支えあったり、家族で支えあって

できていたことが、今では行政に頼らないとできなくなってしまっ

たからです。以前は地域におせっかいなおばさんやおじさん、みん

なから慕われる古老的なリーダーなどが日々の困りごとを解決し

てくれました。みんなが貧しかったからこそ助け合ってできた共同

作業など行政の力を借りなくても自分たちで、できたことが数え切

れないほどありました。人間関係が多少煩わしくても、他人のため

に頑張る地域の人間力がきらきら輝いていた時代がありました。

しかし今はどうでしょう。他人のことは放っておいて、自分の権

利ばかり主張する人がいます。貧しくても普通の幸せな生活に満足

していた時代からもっともっと豊かな暮らしがしたいと、自分の欲

求を膨らまし続ける人がいます。みんな自分のことで精一杯です。

確かに助けを求めたい、誰かに助けを求めたい弱者にとって本当に

生き辛い社会へと地域は変わってきています。

このような中、福祉行政はどうでしょう。経済的困窮者の増加、

少子高齢化問題、一人親家庭の増加、子供の貧困化、障害児者の増

加、独居高齢者の増加、生活保護者の増加など数えたらきりがあり

ません。社会的構造の変化や、よい意味での福祉制度の見直しなど
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により、益々、行政の福祉を頼りにする人たちが増え、各自治体の

福祉行政の担当課の負担はピークに達しています。このまま何もし

なければ、全国の自治体は潰れるか、福祉切り捨てへと大きく舵を

切らなければなりません。

しかし、安心をしてください。佐川の地域は元気に頑張っていま

す。佐川町はこのような将来を見据えて、住民と行政がそれぞれの

役割を分担し、共同の力で課題を解決していくための組織づくりに

取り組んできました。計画策定から 12 年目を迎える地域福祉アクシ

ョンプランがそれにあたります。計画当初佐川町の５つの地域に、

住民組織をつくり、地域にあった活動計画を策定し、地域を明るく

元気にしていく取り組みを 12 年あまり進めてきました。特に堀見町

長が就任してからは、この取り組みを全面的に支援して地域の拠点

である集落活動センターの建設や、地域福祉の拠点であるあったか

ふれあいセンターの開所に積極的に取り組んでこられました。来年

度には佐川町の中心地域である佐川地区にもあったかふれあいセン

ターが開所する計画で、町内すべてに福祉の拠点ができます。私は

当初から、計画策定に参加させていただき、この計画が実現できる

日を楽しみに地域での活動を進めています。私以外の地域で取り組

みを進めている皆さんもその思いは同じであると思います。

以前から何度も議会の場でも申し上げているように集落活動セン

ターを核とする住民組織の皆さんと、地域のあったかふれあいセン

ターを活用した介護予防や健康づくりの取り組みを進めることで、

これらの課題を住民との共同の力で解決していくことができます。

確かに共有する課題のすり合わせや住民組織への負担も考えられま

すが、昭和の時代のように地域の人間力を生かした取り組みがきっ

と課題解決への第一歩となるように思います。ぜひこの取り組みを

実現させ、将来的に行政職員の負担軽減や、財政負担の軽減、ひい

ては被保険者である町民の皆さんの保険料軽減につなげていただき

たいと考えますが、いかがでしょうか。ご答弁をよろしくお願いい

たします。

健康福祉課長（田村秀明君）

お答えします。議員のご質問にありましたように佐川町には地域

福祉の考えがしっかり根付いており、地域福祉アクションプランに

基づき、第一次計画では住民組織づくり、第二次計画では住民活動

拠点づくりができ、現在は第三次計画にある支えあいのしくみを進
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めているところであります。現在、町内地区において、みんなで福

祉のまちづくり委員会を中心とする地域住民の方々、社会福祉協議

会、生活支援体制整備事業における地域支えあい推進委員、行政が

一体となって地域課題の解決や支えあいの仕組みづくりに向けた

取り組みを各地区の計画にそって進めております。

また介護保険要支援認定者やあったか利用者の生活支援ニーズの

実態を調査してみましたところ、掃除やごみだし、買い物援助など

住民の力をお借りすることで解決できるのではないかと考えるニー

ズもありましたので、みんなで福祉のまちづくり委員会や社会福祉

協議会とともに先進地の取り組みなどを参考に佐川町の実情にあっ

た仕組みづくりを考えていくことができるかを今、相談をさせてい

ただいておるところです。既存の住民組織の方や、あったかふれあ

いセンターの職員の方々は、地域の実情を一番よく把握されていま

すので、皆さんと情報共有しながら、連携し、センターの集い、相

談、訪問、つなぎ、生活支援、送迎の機能を活用した地域の実情に

応じた多様な介護予防や健康づくりの取り組み、住民同士が支えあ

い、助け合って生活できるような取り組みを進めていきたいという

ふうに考えています。今後フレイル予防活動をきっかけに住民のみ

なさん一人一人の健康づくりに対する意識が高まり、健康寿命の延

伸が図られ、また佐川町らしい支えあいの仕組みづくりができるこ

とによって、住民の皆さん同士が声をかけあい、助け合い見守りが

でき、そのことによって将来的に議員のおっしゃるような軽減が図

られるのではないかというふうに期待しています。以上でございま

す。

４番（下川芳樹君）

全くおっしゃるとおりでございます。ぜひ、住民組織の皆さん、

確かに行政から行政の仕事じゃないかとか、それは行政のほうで人

員を構えてやるべきじゃないかというふうなご意見も多々あろう

かと思いますが、福祉課自身もやはり一歩踏み出して住民の皆さん

に町としてはこんな町にしたいんだと、そのために私たちの役割は

こういう役割を担います、でもこういう役割については、地域の既

存の組織とか、皆さんに担っていただきたいというような方向性を

しっかり伝えていくということも、これからものすごく重要なこと

じゃないかと。これは全部行政ではできません。必ず地域住民の皆

さんと一緒にやっていかんといい町には絶対なりませんので、その
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あたりは町もしっかり旗を振って住民の皆さんと同じ方向が向け

るそういう指導力を発揮していただきたいと思います。

今回の、介護予防交付金については高齢者の自己責任論を懸念す

る声や、自治体間格差による交付金の削減などを心配する声が高ま

っており、政府による見切り発車との見方もあります。でも見切り

発車しなければならない状況に追い込まれていることも事実です。

努力をする自治体とそうでない自治体に格差が生まれるのは当然の

ことです。町も町民の皆さんもこの問題を自分事として考え、まじ

めにおもしろく取り組んでいきましょう。福祉行政には天井があり

ません。やればやるだけよくなることは全ての皆さんが、わかって

います。しかし、それに伴う財源や人員の確保がなければ、担当課

である健康福祉課のみに負担が増大し、職員は潰れます。人は簡単

に佐川町の福祉向上をと声をあげますが、一言で片付けられる問題

ではないと思います。現に私も、福祉課に異動し、福祉にかかわる

仕事をして、初めて福祉が何たるかをおぼろげに理解した１人です。

現場を知らず、体験もしないで資料を読むだけ、人から話を聞いた

だけで知ったかぶりをする人たちには到底理解もできないし、協力

も得ることができないと思います。しかし、直面した課題解決のた

めには前に進まなければなりません。高齢者の幸せのためにやがて、

高齢者となる次世代のために佐川町民全体の幸せのために集落活動

センターや、あったかふれあいセンターなど佐川町の地域力をいか

し、周りの町民の皆さんにも一緒になって巻き込んで、前向きな一

歩をぜひ踏み出していただきますよう申しましてこの質問を終わり

ます。

それでは最後の質問に入ります。この問題は前段の質問とも大き

く関連する内容であり、私が議員としてこれまで取り組んできた、

佐川町を元気で明るい町にするため、絶対に実現してほしい要望で

す。あったかふれあいセンターの職員待遇の改善についてお尋ねし

ます。国が進める働き方改革により、来年度から町の会計年度任用

職員の給与等が見直される予定です。役場の臨時職員として正規の

職員に劣らないほど頑張ってこられた皆さんの待遇がやっと改善

されることに大賛成です。これからは日給から月給へと給与が保障

され、ボーナスの支給もあり、経験年数による昇給も見込まれてい

ます。また退職金もあると聞いています。これまでのように連休の

多い５月や９月、年末年始の生活費を心配することなく、安心して
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仕事に打ち込んでいただきたいと思います。もちろん、対象となる

職員には集落活動センターに勤務する集落支援員も含まれていま

すが、同じ集落活動センターを拠点として活動する、あったかふれ

あいセンターの職員は含まれていないとのことでした。

県内のあったかふれあいセンターの設立は県の補助金を活用して

平成 20 年頃から始まり福祉の隙間を埋める地域福祉の拠点として

発展してきました。私の記憶が正しければ、佐川町で最初に開所さ

れた、あったかふれあいセンターは平成 20 年の尾川地区で現在も社

会福祉法人である尾川中央保育園によって運営されています。次の

開所は斗賀野地区でＮＰＯ法人とかの元気村が運営しています。近

年では平成 30 年に黒岩地区で黒岩いきいき応援隊により、開所。同

じく加茂地区で加茂の里づくり会により開所しました。来年度は佐

川地区で待ちに待った５つ目のあったかふれあいセンターが法人化

されたさかわ夢まち協議会によって開所される予定です。

開所当初の平成 20 年度は県においても今のような具体的な指針

がなく、雇用対策の一環であったと記憶していますが、県の進める

日本一の長寿県構想の確立により、高齢化の進む高知県において、

日本での先進的な取り組みのひとつとして全国から注目される事

業へと発展してきています。10 年あまりの歴史を積んであったかふ

れあいセンターの業務内容は中身も質も充実し、県内全てのあった

かふれあいセンターに勤務する職員のレベルも日増しに向上して

きていると聞いております。特にあったかふれあいセンターとかの

の取り組みは県内はもとより、県外からも視察が訪れるほどレベル

が高く、最近は国外からの視察もあったとうかがいました。このよ

うにすばらしい、あったかが斗賀野にあるということで、町内のあ

ったかのレベルもおのずと引き上げられ、斗賀野に追いつけ、追い

越せと頑張っているとのことでした。福祉の向上を願っている多く

の町民やあったかふれあいセンターの利用者の皆さんからすれば、

大変頼もしい限りです。

そこで本題に戻りますが、あったかふれあいセンターの設立当初

に職員報酬を決定するにあたり、役場の臨時職員の賃金を参考に定

めた経過があったと記憶しています。今回の会計年度任用職員の給

与等改正に伴い、当然あったか職員の給与も改正されるべきだと考

えますがいかがでしょうか。どのような理由で改正しないのか、ご

答弁をよろしくお願いします。森議員から重複する質問がありまし
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たが、今一度ご答弁願います。

健康福祉課長（田村秀明君）

お答えします。現時点のあったかふれあいセンタースタッフの賃

金は役場の臨時職員の賃金を基準としています。また役場の臨時職

員につきましては、来年度から会計年度任用職員制度が開始され、

賃金体系も変わります。あったかふれあいセンターの職員につきま

しては、公務員でなく、任意の団体や法人の職員となりますので、

会計年度任用職員制度は適用されません。適用されませんが、来年

度見直しをするため、他の受託団体の状況など今、情報を収集して

いるところでございます。以上でございます。

４番（下川芳樹君）

あったかの運営主体が行政ではなく、任意団体や法人であるから

今回の改正が適用されない、と。このような理由であるならば、こ

れらの団体が直接県の補助金交付要綱にそって職員の賃金を確定

し、要望しても町の補助金は要望どおりに支出する考えはあります

か。現在、あったかふれあいセンターの運営は県の補助金、町の補

助金それぞれ２分の 1 ずつで運営されていると思います。県の要綱

では市町村の社会福祉協議会などへの委託もあり、賃金の上限額が

かなり上に設定されています。委託する団体によって補助金を出す

県や市町村の意向が大きく作用し、賃金の幅があるとのお話も聞き

ました。

私は佐川町内のあったかふれあいセンターの業務内容が県内の他

のあったかふれあいセンターが行っている業務に劣っているとは思

いません。町は町が出す補助金の引き上げの意向をお持ちでしょう

か。そもそも町内であったかの運営主体となっている団体は、経済

的な基盤に乏しく、自主財源であったかに経費を補填する力はあり

ません。県も町もあったかふれあいセンターの必要性を十分に認識

し、地域に必要な組織であるからこそ、大切な税金を投入している

わけです。必要な組織の運営を継続するための補助金は拠出しても

当然だと考えますがいかがでしょうか。ご答弁をお願いします。

町長（堀見和道君）

はい、ご質問にお答えさせていただきます。下川議員のおっしゃ

るとおり、あったかふれあいセンターの存在意義またスタッフの仕

事の仕方も含めて貢献具合は佐川町の地域福祉を支える部分で大

きいと思っております。地域のことに関しましては、なかなか難し
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い問題ではあります。

ただ佐川町としても必要だと認識しておりますので、佐川町全体

の福祉のあり方、前の質問に関しまして下川議員が熱い思いを述べ

ていただきました。大変私も聞いておりまして感動をしました。少

し感極まった部分もありますけれども、町全体の福祉のことをしっ

かり考える中であったかふれあいセンターの存在をどうするのか。

役割をどうするのか。働き方をどうするのか。そのうえで賃金をど

うするのか。トータルで考えないと結論が出ない問題だというふう

に考えております。来年度運営団体の方々、スタッフの皆さんも含

めて関係者でしっかり協議をして決定をしていきたいと考えており

ます。以上です。

４番（下川芳樹君）

森さんの質問のときも、今のご質問のときも来年度っていうふう

にご答弁をいただいておりますが、これは来年度から賃金をかえる

のか、来年１年かけて検討して再来年からかえていくのか。そのあ

たりちょっと明確なご答弁をいただきたいと思います。

町長（堀見和道君）

お答えさせていただきます。来年度検討して、来年度決定をして、

再来年度に反映をしていきたいと考えております。以上です。

４番（下川芳樹君）

町長からも地域福祉に関するお考え、というものを先ほど伺いま

した。町があったかふれあいセンターをつくった目的なんですが、

その目的については町長も十分にご存知だと思います。これまで６

年間関わっているわけですから。私とか、地域の団体でずっと関わ

っている人間は、町長が就任されるまた５年も前から６年も前から

佐川の地域福祉について常に考えながら、何が必要だろうというふ

うなことで地域の中に組織も起しました。町長のご協力で、集落活

動センターもできました、そこに集う、あったかふれあいセンター

もできました。このことで佐川町の町民の皆さんがどれだけ、喜ん

でいるのか。本当にわかっているのかなというふうに思います。町

長が目指す世界一幸せな町、幸せって何でしょうね一体。お金があ

ったら幸せでしょうかね。町長の幸せの価値観って何です。もし、

お持ちだったら聞かせていただきたいです。

町長（堀見和道君）

お答えさせていただきます。みんなが笑顔で暮らせて、一人一人
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が地域社会の中で存在価値があってお互いさまでありがたいね、あ

りがとうって言い合えるそんな町だというふうに思います。以上で

す。

４番（下川芳樹君）

まさにそのとおりだと思います。それを実現して動いていくその

町の方向性をしっかり担って一緒に動いていけるひとつの組織と

してあったかふれあいセンターがあります。地域の集落活動センタ

ーに集う様々な住民組織があります。ここをやっぱり動かしていか

んと、先ほどから申している介護保険の問題、それから医療保険の

問題、行政の職員をどんどんどんどん食いつぶしている。財政も食

いつぶしている。何とかその行政だけじゃなく地域の住民の皆さん

と一緒に考えていかないかん課題であると思います。

これは一歩でも早く解決することで、やはり結果が出る年数と言

うのは縮んできます。確かに来年度財政問題先ほど任用職員の給与

改定で 5,200 万でしたか、金額が本年度予算からあがってくるとい

うお話もございました。しかし、地域にあるあったかのコーディネ

ータースタッフ入れて 3、3、3 の 4、13 人ぐらいですか存在する、

あったかのスタッフは。13 人です。それも給与計算でいくと今、日

当等いうことでスタッフが 6,700 円コーディネーター8 千円の経験

年数上積みというふうな流れなんですが、現実今の新たな制度改正

で導入しようとしている給料表に位置づけてもそんなに額が跳ね上

がるという状況じゃない。ただ、ボーナス部分については確かに 2.6

カ月程度上がってくるかもしれません。

私が言いたいのはその組織が単にあるとかないとかだけの話じゃ

ないです。そこにいる職員が重要です。そこで地域の人との絆をず

っと深めながら、ずっと培ってきたそのつながりと経験というもの

がその給与に値すると思います。ぜひ今、いる職員がもう来年もう

１年考えますって、考えゆう間にどっか職場条件のよいところに飛

んで行って、辞めてしまわれるということがないように来年から、

ぜひこの内容については検討していただきたいと思います。

あと県の考え方というのは直接県に交渉したことがないのでわ

かりませんが、補助金の交付要綱にそって町のほうが経費について、

増額をしますという要求をした場合、町は２分の 1 の持ち出しにな

るわけでありますので、賃金分にかかわる２分の 1 だけの支出で済

みます。県が２分の 1 あと補填してくれればですね、半分の経費で
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賃金をあげることができます。そういうことももう少し、親身にな

って考えていただきたい。世界一幸せな町にするがでしょう。せな

いかんですよね。するための僕は第一歩やと思います。本当に口だ

けじゃないです。そうなると地域で本当に支えあい助け合いが必要

な皆さんが、これからどんどんどんどん助かっていきます。介護予

防も広がります。健康づくりも広がります。フレイルも広がります。

そうなれば、国保についても介護保険料についても、やはり徐々

にではありますが、減額していく方向性も見えてきます。また 2025

年問題、先ほど田村課長が言いました。佐川町の高齢化というのは

全国が進んでいる高齢化率の流れとはちょっと違います。高齢化が

ちょっと先に進んでいるからある程度の年数になれば、逆に頭打ち

になり人口減少が進んで、高齢者も減ってくるという逆転状況に到

達していくわけなんですが、それまでに、やはりしっかりできるこ

と、つないでいくことを行う。また佐川がモデルになってその長寿

県構想の柱のあったかを本当の意味で全国のモデルにするような取

り組みになれば、それこそ高知県も喜んでくれるんじゃないかとま

た全国の自治体に対してもいい事例を紹介することができるんじゃ

ないかと思いますが、今一度そのあったかの賃金について、ご答弁

いただきたいと思います。

町長（堀見和道君）

はい、お答えさせていただきます。なかなか厳しいお話をいただ

きました。口だけでということでないしっかりした仕事をさせてい

ただいているつもりでありますが、まだまだ足りない部分がありま

したら、しっかりと前を向いて努力を重ねて精進をしていきたいと

考えております。

会計年度任用職員の給与につきまして、今回条例を提案提出させ

ていただいております。このことを決めるにあたってかなり、時間

をかけてまいりました。その中で働き方をどうするのかということ

も含めて本当にどれだけの仕事量があるのかということも含めて

厳しく精査をして議論を重ねて協議を重ねて時間をかけて決定を

してまいりました。会計年度任用職員制度と同じだけ時間がかかる

かどうかわかりません。健康福祉課のほうで考えも詳細な考えもあ

るかもしれません。

ただ賃金だけを見て、結論を出すということだけはしたくないな

というふうに私は考えております。やはり町全体の福祉をどうして
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いくのかということ。例えば、民生児童委員の方もいらっしゃいま

す。社会福祉協議会が担当する部分もあります。あったかふれあい

センターが担当する部分もあります。各医療介護の機関が担当する

部分もあります。全体のことを見た中で、やはりあったかふれあい

センターの役割働き方、今後期待される部分もありますので、総合

的に考えて、もし結論が来年度の当初予算に間に合うように結論が

出せるのであれば、しっかりと来年度から変更するとことで予算と

して提案させていただきたいというふうに思いますが、検討に時間

がかかって検討が来年度にかかるということになりましたら、来年

度当初予算に間に合わないという形にはなりますが、その点、ご了

承いただきまして、至急検討に入りたいと。皆さんとの協議に入り

たいと思いますので、ご理解をいただきたいというふうに考えます。

以上です。

４番（下川芳樹君）

私これだけは引けません。今のお言葉を飲み込んで、３月の定例

会を越えて４月に入って、なかなか引けません私。本当に職員、先

ほど言われましたよね、民生委員さん本当にボランティアで頑張っ

ています。私たちのような保護司等もボランティアで頑張っていま

す。福祉の現場って大変厳しい状況の中でボランティアで頑張って

いる皆さんもいます。住民として協力していただいている皆さんも

います。先ほど町長がおっしゃったようにそれを職責として給与を

もらいながら仕事をされている皆さんもいます。

あったかの職員というのは私は給与をもらって、そこの核となる、

そういう業務を担わないかん職員だというふうに思います。先ほど

言われた業務の内容という部分については前段でも、福祉課長にも

申しました本当に町の考え方、方向性というものを明確に示して、

そのあったかの職員さん自身にも責任を持った前向いた仕事をして

もらわないかん。そういうところを一緒に担いあいながら、福祉の

底上げをしていくということが、すごく重要じゃないかというふう

に思います。できるだけ、役場の臨時職員の皆さんと同じような状

態から、来年から引き上げていただけるような取り組みをぜひお願

いをしたいというふうに思います。私もちょっと言いたいことがわ

からんなりましたけれども、基本的にはその賃金この賃金が本当に

重要で生活がしっかり支えられることで業務が継続していくという

ことをここで申し伝えておきます。
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以前、福祉課に勤務していましたときに心に刺さる出来事があり

ました。介護保険料の納付に関する内容です。保険料が未納であっ

た対象者との話し合いの中で、その方は介護保険の御世話にならな

いので保険料を払いたくない。私の家族は私の介護が必要になれば、

しっかり介護をすると言っている。私は子供たちに自分の親の介護

を見せ、同じように親である自分の介護をしてもらえる教育をして

いる。本当に昔の家族の絆を見たように思いました。しかし、制度

上介護保険料の支払いについては、その方にお支払いをいただいた、

そのような状況です。令和を迎えても厳しい情勢が続く中、介護制

度が要らない社会にはほど遠い状況ですが、このような家族の絆と

か、地域の助け合いが少しでも復活すれば、地域に暮らす人たちが

幸せになれる、今、人と人が寄り添い、支えあって過ごす共生社会

こういうものの実現がさけばれています。でも人は自分が幸せでな

いと人に優しくなれません。町長をはじめ役場の職員の皆さんがま

ず幸せになっていただいて、町民の皆さんに幸せのおすそ分けがで

きるように議員の皆さんや福祉にかかわる皆さん、この皆さんも全

て幸せでないと町全体が幸せになれません。ぜひ、この幸せのおす

そ分けがどんどんどんどん広がって町内全ての皆さんが幸せになれ

ますようお祈りをしまして、さっきの質問はまだちょっと納得はい

きませんが、これで私の質問は終わります。

議長（岡村統正君）

以上で４番、下川芳樹君の一般質問を終わります。

引き続き、２番宮﨑知惠子君の発言を許します。

２番（宮﨑知惠子君）

２番議員宮﨑知惠子です。議長のお許しをいただきまして一般質

問を２つほどさしていただきます。

1 つ目、台湾の自治体同士もしくは民間同士の交流の促進につい

て、お伺いいたします。

先ほど来より、佐川町の防災、行政管理等、子育て支援のことな

ど議員の皆様の質問には本当に頭が下がる思いでございます。心よ

り感謝を申し上げます。どの案件も本当に日本が平和であるからこ

そ努力のしがいがあると思います。

先日台湾を訪問した際に、新聞やテレビの報道ではうかがい知れ

ない現実に、このたび佐川町からも自治体及び民間ベースで国際交

流ができないものかと、提案をいたしたいと思います。台湾では台
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北市議シンクタンクの責任者及び親日の民間人と、日本では中日台

湾経済文化交流の所長と意見を交換してまいりました。その中で台

湾の方々の日本に対する熱い思いを受けまして、まとめてみた文書

がございます。

日本政府はアメリカのように台湾関係法も可決をできず、表だっ

て中国に効果的な対抗策がない状態ですが、日本の国内法で台湾関

係法を成立させていただきたい、日本の平和を守るためには台湾が

いかに日本にとって重要な国であるかを全体の方々に認識をしてい

ただきたい、日本の地方自治体と民間同士の交流を要望したい。草

の根ベースで佐川町と台湾と人的交流、文化的交流を始めていただ

けないだろうか、災害時の相互の助け合いの協力をいただきたい。

皆さんももうすでに御存知のとおり、災害時においては日本での台

風、地震の災害時には真っ先に寄附金や災害ボランティアをしてく

れるのが台湾です。私たちはこの親愛の情に答えるべく、小さな自

治体及び民間ベースで、台湾と交流し国際交流の相手として協力を

強く思います。年 1 回の文化交流でも、人材交流でも、小さな 1 歩

を始めていただけたらという御要望を受けまして、ぜひ町長ならび

議長はじめ皆様方の御意見をお伺いしたいと思います。よろしくお

願いいたします。

町長(堀見和道君)

御質問いただきましてありがとうございます。宮﨑議員の御質問

にお答えさせていただきます。佐川町におきましては、北見市常呂

町や、鳥取県南部町との間で自治体交流を続けておりますが、国際

交流につきましては、行っている自治体はございません。台湾との

関わりで言いますと、仁淀ブルー観光協議会の取り組みもありまし

て、インバウンドの誘客など、台湾の方々、最近多く仁淀川流域に

お出でいただいてるんではないかなというふうに感じております。

役場としましては、国際交流事業にすぐ取り組んでいくということ

は難しいというふうに考えておりますが、台湾も含めて海外の国や

地域と上手に今後付き合っていくということには、相手のことを良

く知るということが大切になってくると思います。宮崎議員の御提

案を今後の国際交流事業に活かしていきたいというふうに考えて

おります。以上となります。

２番（宮﨑知惠子君）

なおですね私も高知県の国際交流のほうにいろんな話を伺いに
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行きましたし、他の民間の方たちとの交流もしてまいりましたので、

そこで副町長に県におりましたあれもありますので、御答弁をいた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。

副町長（中澤一眞君）

お答えさせていただきます。国際交流、一般的なお話ということ

になりますけれども、国際交流を始めるということで、例えば台湾

との関係であれば、確か四国の中でいいますと松山が温泉つながり

で交流をされておるというふうにお聞きしました。そういうきっか

け、何かきっかけがある、私どもと常呂町の場合でも、もともと佐

川の先人が入植をした、そういったつながりから交流が始まってお

る。国際交流も同じで当地と相手方の間での何らかの理由づけとい

いますか、根拠、理由、経緯になるようなものがあって、そういう

ものができあがる。それが大変大切だと思います。それともう１つ

がやはり交流をすることによって、お互いがウィンウィンの関係、

それを結果もたらされる。それがいったい何であるかと、いうこと

があろうかと思います。先ほど申し上げた松山の場合でありますと、

航空機が確か飛んでいます。それからコンテナの定期便も台湾との

間であると、そういったことで人と経済的な交流があると、それが

自治体間の交流、あるいは草の根の交流というのを更に広げていく、

そういう効果がある期待できると、その２つの要素というものがあ

ると非常に交流は進みやすいのかなと、いうふうには思います。お

話の台湾の例で私の経験ということでございましたので、１つ申し

上げれば、台湾の経済界、高知県全体が今食品の海外の展開である

とか、台湾も大変台風被害であるとか、地震、津波の被害が多い所

でございますので、高知県が今開発している防災関連製品それの紹

介、あるいは学術研究を大学と一緒にやるといったような交流がで

きておりますし、そういった交流をもっと盛んにするために、県の

駐在事務所といいますか、県が事務所を開設しております。そうい

ったものを活用する条件というのはですね、もともと親日でもござ

いますので、交流を進める条件としては台湾というのは台湾という

のは非常にいい国かなとそのように思います。以上でございます。

２番（宮﨑知惠子君）

御答弁ありがとうございます。佐川町は仁淀ブルーのサイクリン

グの開催も今行われておりますし、自転車でいいますと台湾は世界

一自転車の生産も多くジャイアント社という大きな会社もござい
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ます。それで愛媛のほうは毎年こういう交流もやっておりますし、

佐川町としては私は牧野富太郎博士の生誕地でありますので、植物

学者とかそういう台湾にはすごい蘭が世界一なんですよ、蘭の花が。

それでものすごく安く手に入りますし、そういう面で植物の交流を

するというのでも今まさしく牧野博士の朝ドラの提案もございま

すし、そういうところでは本当に列島超えて交流をしていく１つの

大きな糧ではないかと思います。経済的に言えばまだ紹興酒という

お酒もございますし、佐川には酒蔵もございますし、そういう経済

的な効果をすごくあると思うんですよね。台湾は日本が統治下の時

にすごい日本っていう国がどれだけの武士道精神っていうものを

培って、台湾の人の方々のために誠意をつくし、やっていたのは今

回の交流ということを通しても本当に行ってみればわかりますけ

れども、親日派がすごく多くって何かこうお返しをしたいと、今は

もう本当日本ていうのは、先ほどの下川さんも言われましたとおり、

経済、お金だけでいうところのものがすごく多くですね、本当に精

神的な面、今香港の問題もありますけれども、やっぱり精神的、心

からという交流が１番ではないかと、すごく自負をしておりますの

で、こちらの橋掛さんも本当に台湾のほうにも行かれ、互いの交流

もしておいでる課長さんもおいでますので、ぜひとも私が１つの架

け橋にならせていただきまして、取り組んでいきたいと思いますの

で、ぜひとも佐川町としても誠意あるお示しをしていただきたいと、

心からお願いを申し上げましてこの質問は終わらせていただきま

す。

続きまして、食事の大切さを学校給食からということで、御提案

をさせていただきました。食生活の内容につきまして､子供たちの

性癖を変えてしまうほど食事というものは重要であり、食事が人間

を育てる、人を良くすると書いて食という。極めて基本的なことで

すけれども今の私たち大人も責任がすごくあるのではないかと思

います。近年家庭の食事が肉食中心の西洋型になっておりまして、

米食や小麦、野菜の摂取量が極めて少なく、精神的に切れやすい子

供の要因の 1 つになっているんではないかと思います。昨年でした

か、長野県から大塚貢先生の講演がありまして、私も参加させてい

ただいておりましたけれども、その時には自分の体調のこともあま

り考えずに全てが耳に入っているということができず、御参加され

ていたと思われますので、詳しくもう少し詳しい先生のお話が、説
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明していただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

教育次長（片岡雄司君）

宮﨑議員の御質問にお答えさせていただきます。元長野県の旧嵯

峨野町の教育長で、教育と食育のアドバイザーであります、大塚貢

先生の講演につきましては、平成 29 年の９月９日に佐川町食生活

改善推進協議会の主催で、「日本の食文化・長野県嵯峨野町の軌跡」

と題されまして講演が開催されております。私自身はその講演会に

出席はできませんでしたが、出席された教育委員会の職員のほうか

ら話を聞きますと、講演の内容につきましてまず 1 つは、人をだめ

にする現代の食事、授業の改革、給食の改善、環境教育の３本柱の

取り組みで、子供はよみがえる。またもう１つは、いじめ、非行０、

生活週間病予備軍０、学力の比較的な向上などについての講演内容

と聞いております。また大塚先生の地元旧の真田町では、地元の産

物を給食に取り入れまして、その結果アトピーやアレルギーの子供

が減ったことや、給食内容改善により体力、知力、忍耐力まで養わ

れてきているとのことであります。そういう内容の講演だったとい

うことで、すばらしい講演内容だったと聞いております。以上でご

ざいます。

２番（宮﨑知惠子君）

ありがとうございます。来年ですか、高知市とか須崎市のほうで

も、大塚先生をお呼びしまして、講演をするというお話も聞いてお

りますので、ぜひ佐川町の教育の一環としてでもお呼びしていただ

けないものかと思いますので、いかがでしょうか。

教育次長（片岡雄司君）

お答えをさせていただきます。現在のところ、大塚先生の講演の

開催につきましては、予定はしておりませんが、先ほど宮﨑議員も

言われました、高知市、須崎市近隣の市町村での開催が予定されて

おると聞いておりますので、開催の情報とか、チラシ等くればです

ね、関係部署に参加を促していきたいと考えておりますので、ぜひ

宮﨑議員におかれましても、情報提供がありましたら私のほうに話

をしていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

２番（宮﨑知惠子君）

はい、よろしくお願いいたします。

続きまして、学校給食の献立をお伺いをしたいのですけれども、

答弁お願いします。
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教育次長（片岡雄司君）

お答えいたします。献立というのは。

２番（宮﨑知惠子君）

パン食とか、米食とか、献立はどういうことを中心にやっておい

でますでしょうか。

議長（岡村統正君）

休憩します。

休憩 午前 11 時 32 分

再開 午前 11 時 33 分

議長（岡村統正君）

休憩前に引き続き、会議を開きます。

教育次長（片岡雄司君）

お答えさせていただきます。現在の佐川町の学校給食の食材につ

きましては、地産地消に力を入れて取り組んでおります。お米はで

すねＪＡ高知県と契約させていただきまして、佐川町産のを納入し

他の食材につきましても可能な限り、はちきんの店を通じまして、

佐川町産の安全な野菜を購入して、使用をさせていただいておりま

す。主食につきましても、月に２回のパン食以外は全て米飯の給食

としております。以上でございます。

２番（宮﨑知惠子君）

ありがとうございます。やっぱり日本人というのは米食で育って

おりますし、やっぱり地産地消、この土地で育ったものをやっぱり

食するというのが、１番大切なことではないかと思います。お伺い

しますところによると、大変献立のバランスも良いようで、引き続

きよろしくお願いしたいと思います。また、幼児教育の給食のほう

は佐川町では７つの町園がありますけれども、それについてはどの

ような給食の提供をしておいででしょうか。お伺いいたします。

健康福祉課長(田村秀明君)

宮﨑議員の御質問にお答えいたします。幼児教育の中ということ

で、保育所の給食について、目的のところからちょっとお話をさせ

ていただきたいと思います。保育所の給食につきましては、子供の

健やかな発育、発達を目指して提供されているもので、子供の食事、

食生活を支援していくという視点を大切にしております。児童福祉
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施設最低基準では、入所しているものに食事を提供する時はその献

立はできる限り変化に富み、入所している者の健全な発育に必要な

栄養量を含有するものでなければならない。食事は食品の種類及び、

調理方法について栄養ならびに入所している者の、身体状況及び嗜

好を考慮したものでなければならない。児童福祉施設は児童の健康

な生活の基本としての、食を営む力の育成に務めなければならない

というふうにされております。

また保育所で提供される食事は豊かな食の体験を積みかさね、食

べる意欲を産み、将来にわたって健康で質の高い生活を送る基本と

なる食を営む力、基礎を培うために重要な役割を担っていると考え

ています。保育所に通う子供の中には様々な食材のアレルギーをも

つ子供さんが増加していますが、医師の指示書に従い、調理器具も

違う物を使うなど、個々のアレルギーに対応した食事を提供してお

ります。

先ほどの学校給食と同じように、食材のほうの仕入れ先というか、

納入先を確認してまいりました。７園になりますが、まずお米につ

いてはですね、佐川の量販店であったり、地域の生産者、それから

地域の店、中にはＪＡで購入しています。また野菜については、佐

川の量販店、それから鮮魚店などで購入しております。肉について

も佐川の量販店、それから鮮魚店、商店、魚についても量販店、地

域内の鮮魚店などで購入しています。以上です。

２番（宮﨑知惠子君）

お伺いしますところによると、本当にバランスの良い、地産地消

で、本当に佐川町ってすばらしいなあと思って、改めて感謝申し上

げたいと思います。子供にとって食はとても大事なことで、食をと

おして命の大切さをきちっと教えてあげていただきたいし、本当に

作っていただいている方、それにまつわる方々への感謝という言葉

も本当に教えていただきたいなっていうのが、私の切なる願いでご

ざいます。

町長もいつも、御質問していただきありがとうございますという、

あのお言葉が私は大好きです。私も人に本当に小さなことでも、感

謝ができるような人間になれば、自分が１番幸せやないかなってい

うふうにそれは思いますので、引き続き皆さんがお互い様で、あり

がとうの感謝の言葉を述べていきたいと思います。以上をもちまし

て、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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議長（岡村統正君）

以上で、２番宮﨑知惠子君の一般質問を終わります。

ここで食事のため、13 時 30 分まで休憩します。

休憩 午前 11 時 39 分

再開 午後 １時 30 分

議長(岡村統正君)

休憩前に引き続き、会議を開きます。

引き続き、11 番中村卓司君の発言を許します。

11 番（中村卓司君）

数々の議員さんが登壇されて、質問をしてまいりました。最後か

ら私が２番目ということの質問者となりましたので、11 番議員とし

て、中村卓司、議長のお許しをいただきましたので、令和元年 12 月

議会の質問をさせていただきたいと思います。岡村議長におかれま

しては、初めての議長ということで、何とぞ御指導をお願いしたい

というふうに思ってございますので、よろしくお願いいたしたいと

思います。

佐川町もいろいろ大変なことがたくさんあり、またこれからもた

くさんあるわけでございますが、昨日テレビを見ておりますと、安

倍総理が臨時議会の後で、いろいろ質問をされておりまして、最終

的には憲法改正と、いうことが重要だという話もされておりました

が、そこまでいかずとも、佐川町は当面する問題、来年度予算含め

まして、あろうかと思いますので、４つの質問をさせていただきた

いと思います。

まず、道の駅の問題であります。この９月の議会で私の質問で、

その中身は開設時期についてという質問をしておりまして、岡﨑課

長のほうからのお答えは、ワークショップにおいて、運営に関わる

組織、団体の方々や、食や農産物の販売、加工、流通、直接関係す

る方々、生産者も含め行政、観光協会の職員等 25 名で進めている

と、四万十ドラマの畦地社長にも参加をしていただいて、コーディ

ネートをしていただいているという答えもありましたし、町長のほ

うからは開業については、国の予算がつけば早ければ３年後、遅け

れば４年後という答えがその時点ではいただいておりました。そこ

で現時点での進捗状況につきまして、国、県、その他の連携もあろ
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うかと思いますし、この事業は産業廃棄物の関連事業の関係もござ

いますので、その点どの程度お進みになっているのか、まずお答え

をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

チーム佐川推進課長（岡﨑省治君）

中村議員の道の駅の進捗状況ということで、お答えさせていただ

きたいと思います。現在の進捗状況といたしましては、まず７月か

ら始めました、先ほど中村議員がおっしゃっていただきましたが、

ワークショップ、これをこれまでに５回、開催をしております。内

容につきまして、道の駅の基本構想の案をワークショップで話をさ

せていただいておりまして、ほぼその内容が固まってきております。

ワークショップについては実質的な話っていうのは終了しており

ます。現時点で構想案といたしましては、例えば道の駅の運営のコ

ンセプト、それから備えるべき機能、それから施設の霧生関を想定

しておりますが、そちらの施設の配置を含めたゾーニングの案、そ

して開業までのスケジュールということで、これを最終的な取りま

とめを行っております。現時点の構想案がまとまりつつありますの

で、また議員の皆さんにはこの議会中にですね、御説明をさせてい

ただく予定にはなっております。あとはですね懸案でありました、

火薬庫の関係ですけど、移転につきましては関係者の間で基本的な

合意が得ているという状況になっています。あと国と県との連携と

いうところでいきますと、10 月にですね土佐国道事務所、こちらの

ほうに町長と国道の関係でございますので、産業建設課、こちらの

ほうの職員が出向いてこの道の駅の進捗状況とか、いうのを情報共

有をさせていただいています。あと国として必要な予算については

ですね、確保、これは了承、基本的に了承いただいているという認

識でいます。現在のところの進捗は以上です。

11 番（中村卓司君）

はい、ありがとうございます。もう少しですね詳しくですね、機

能の関係、配置、開業まで、いろいろお話がありましたけど、その

中身について、もっと詳しく説明を願いたいと思いますので、よろ

しくお願いします。

チーム佐川推進課長（岡﨑省治君）

お答えいたします。道の駅の機能につきましては、３つの観点か

らといいますか、基本構想の整備をさせていただいていまして、ま

ず物産にあたるところの、売るというところの部門と、あと食に関



186

しての部門、そして観光の分野の部門ということで、３つの柱を立

てました。その立てた柱ごとに佐川町ならではのものであるとか、

そういうものを組み合わせて、ワークショップの中ではアイデアを

かなりワークショップのメンバーには出していただいて、それを整

理しているものを構想案として載せる形になっております。あと、

スケジュールですけれども、これについても構想案の中では触れて

おります。今の段階の予定ですけど、この基本構想の策定について

は、来年の 1 月末をめどに策定を完了すると、そしてその基本構想

が策定された後に、基本計画、具体的な運営の方式であるとか、も

ちろん配置であるとか、あるいは収支の計画であるとか、運営の体

制であるとか、そういったものを記述する基本計画の策定を、予定

では来年の夏、６月くらいをめどに策定をするということで、策定

をされたあと、具体的に開業への準備が始まっていくというスケジ

ュールになっております。

11 番（中村卓司君）

ありがとうございます。更に踏み込んだお話ですが、その食の関

係とか、物産の関係、具体的にもうちょっと踏み込んで、どういう

ものがあるかお聞かせ願えればありがたいと思いますが。

チーム佐川推進課長（岡﨑省治君）

お答えいたします。現時点ではワークショップの中で意見をまと

めたということではございませんけれども、例えばレストランであ

るとか、あるいは地域の方々、グループも含めてですね、そういっ

た佐川ならではの食材を活用した市的なものとか、そういったもの

がアイデアに出ております。具体的にはですね今後、来年度になる

と思いますけど、来年度以降になると思いますが、食とか生産者、

そういった直接的に関わっていただくメンバーを、改めて集まって

いただいてですね、食の開発であるとかそういったものを具体的な

ところを詰めていく、開発していくということになっております。

11 番（中村卓司君）

来年新しいメンバーというのは、例えば食に関して、いわゆるそ

れに精通した方に御相談して、その内容をもっと深く詰めるという

ことでよろしゅうございます。ここのこの間名簿いただいておりま

すけど、この名簿以外の方ということでよろしゅうございますか。

チーム佐川推進課長（岡﨑省治君）

お答えさせていただきます。もちろん今ワークショップに参加を
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していただいている、製造であったり販売であったり、農産生産者

であったりは、もちろん参加していただきたいと考えていますけど

も、もっと広くですねいろんな立場からですね参加いただいて、ワ

ークショップ等を開催したいと考えています。

11 番（中村卓司君）

わかりました。それでそういうだんだんのお仕事重ねたうえで、

開業という形になるんですが、町長の言われた早ければ３年の開業

遅くても４年という話がずれ込まないということで、１年のスパン

がありますけれども、早ければ３月いうことで理解でよろしゅうご

ざいますかね。

町長(堀見和道君)

御質問いただきましてありがとうございます。中村議員の御質問

にお答えさせていただきます。現時点で基本構想を策定するにあた

って、全体スケジュールとして予定している開業時期につきまして

は、令和４年の 11 月、ちょうど今から３年後ほどになります。令和

４年の 11 月開所目標に事業を進めていこうということで、今考え

ております。以上です。

11 番（中村卓司君）

令和４年の 11 月っていうのは何か根拠がおありでこの 11 月って

ことにされたのか、まあ言いますと例えばゴールデンウィークとか

お客さんが非常に多い時期に、開業するのはこういった道の駅って

いうのは、非常にお客さんがよけ来るというような条件もあります

んですが、11 月というのは何か意味があったら教えていただきたい

と思いますが。

町長(堀見和道君)

お答えさせていただきます。スーパーマーケットのオープンの時

期もですね、ものすごく人が集まる時期をターゲットに絞って開業

されるスーパーもありますけども、あまり最初からですねお客さん

がたくさん来すぎると、オペレーションも大変なので、少し閑散期

を狙って開業をするというスーパーもあります。ただ今回、道の駅

につきましては、全体のスケジュールの中でできるだけ早く開業を

目指そうと、いう中で今後基本計画を策定をして、全体の建物を含

めてですね、外構の設計をして工事をして無理なく開業できる、最

短のスケジュールとして考えてですね、令和４年の 11 月だという

ふうにみんなで話し合いをして、現時点で決めております。以上で
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す。

11 番（中村卓司君）

はい、わかりました。先ほどは下川議員が下川節が炸裂して、後

ろから拍手がおこったということで、私も長いこと議員をしており

ますが、そんなの初めてでございまして、そういったようなすばら

しい質問、ようしませんけれども、誠意にお答えいただきましてあ

りがとうございます。

そこでですね、11 月の開業ということですが、もう少しまた話手

前に戻りますけれども、もう少し間で話合われているかもわかりま

せんけれども、解決するようなお答えいただけなかったこと、1 つ

にはヘリコプターの場所がですねあるんですよね、それの解決がど

こまでついているのかということと、隣接の道路に面した国道沿い

の斜面の国との関係、もう 1 つ民間の土地が打ちっ放しの島崎さん

じゃなくって、国道にくっついた民間の土地があると思うんですが、

そういったその土地の個人へのお話、例えばあそこの土地が便利な

ので、譲ってもらいたいとかいう条件に僕はなると思うんですけど、

そういった話が全然なされていないのか、この３点についてまずお

聞かせを願いたいと思います。

チーム佐川推進課長（岡﨑省治君）

お答えいたします。まず防災のヘリコプターのことになりますけ

ども、基本的には道の駅があそこに建つということであれば、別の

場所をですね選定をしていくということで、これは方針として、役

場の方針として防災の関係は総務課になりますけど、選定作業に移

ることが必要になるというふうに考えています。あとはですね民有

地の件につきましては、基本的にはお話をしているとかいう状況は

ございません。それとあと国道淵といいますか、国土交通省との関

係ですか、こちらのほうは先ほど申し上げましたが、基本的に道の

駅の検討状況を始めているということで、国土交通省とも情報共有

させていただきながらですね、あとちょっとこちらのほうは建設課

のほうが詳しいと思いますけれども、基本的に道の駅の準備状況、

こちらの準備状況に合わせまして、国の予算とかいうのも確保して

いただけるものというふうに考えています。

町長(堀見和道君)

私のほうから少し補足の説明をさせていただきます。まず防災ヘ

リの拠点につきましては、いざ南海トラフ地震が起きた時は、駐車
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場として使っている所にヘリコプターが下りると、いうことは可能

です。ただ 1 番大きい自衛隊の大型のヘリコプターは恐らく周りに

建物ができるので、下りられなくなるだろうと、それよりも小型の

自衛隊の搬送用のヘリとか、そういうものであれば十分下りられる

だろうという話を聞いております。ただ日常的に今ドクターヘリが

下りるという状況があります。ドクターヘリを道の駅を運営しなが

ら、あの場所にドクターヘリが下りるということは不可能になりま

すので、ドクターヘリ用のヘリポートは加茂地区内にどこか探して

行こうという話をしております。

あと国道沿いの、国土交通省の土地につきましては、今回の道の

駅は一体型の道の駅ということで、トイレですとか道路情報の情報

発信の施設につきましては、国土交通省のほうで整備をしていただ

くという話を進めています。ですから国土交通省で用意をするトイ

レですとか、情報発信の施設ですとか、あとは駐車場のスペースに

つきましては、これから国土交通省側が国道沿いの道路も含めてで

すね、右折レーンも作るということもありますので、今後計画、来

年度以降ですね計画を進めていくということになります。民有地に

ついても右折レーンを作っていく中で、国土交通省が必要だという

ふうに判断された場合は、交渉ということになっていくと思います

が、また現時点では何も動いておりません。以上です。

11 番（中村卓司君）

町長のほうから先言っていただきましたが、右折レーンの関係が

あるんで、その民有地がすごく関係すると思うんで、それで心配を

しておりました。そういう関係があるならば獲得の意思があるなら

ば、早めに手をうっておかないと、開業へも影響するというふうに

心配がされますので、ぜひそのほうも心配してほしいと思うのが希

望です。

それからもう一点は、多分あそこの地形を見ると御存知やと思い

ますが、あそこ土地の東側にこんもりした山がありますよね、これ

も前に申し上げましたけれども、あの土地を獲得をし平地にしてい

くと、利用ができるような土地の関係になりゃあせんろうかという

こともありますし、見た目にあそこで場所が見えない、国道から上

がってきた時に非常に閉鎖的に見えるということを観念もあって、

そのこともぜひですねその検討の中に入れていただければ、ありが

たいというふうに思ってございますので、よろしくお願いしたいと
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思います。

そこでですね、もう一点はまだこれからのことだとは思いますけ

れども、経営したいっていうのが非常に問題になってこようと思う

んですが、まだまだ検討してないということがあるとは思うんです

が、例えばＮＰＯ法人とか、第３セクターとか個人、会社とかいう

ふうなことが考えられるんですが、もちろん公共としての事業主体

にはならんと思うんですが、基本的な町長のお考えがありましたら、

前にもお聞きしましたけれども、聞かせていただければありがたい

と思いますので、よろしくお願いします。

町長(堀見和道君)

お答えさせていただきます。いろいろなケースをシミュレーショ

ンをしておりますが、現時点では決定しておりません。どのような

形態にしろ、法人を設立をしたうえで運営をしていくというかたち

がいいのだろうと、いうふうに考えております。具体的に法人の形

態も含めて、今後基本計画策定していく中で検討を進めていきたい

と、考えております。以上です。

11 番（中村卓司君）

よろしくお願いします。それともう一点、どのようなメンバーで

主体的に運営するのかっていうことも心配されます。もちろん運営

母体もそうですけど、それに関わる人ですよね、この名簿いただき

ましたし、それから畦地君、それから宮中さん、大変優秀な方で、

頑張っておられるというふうなのは承知ですけど、地元の純粋に地

元におられる方で、このお二人の方の思いはあると思うんですが、

地元純粋に思いをされて力のあるような方がですねおればですね、

即あとからこの人を入れたりすると、少し歯車が回りにくいので、

手前からそういう方がおったらですね、そういう方を入れていただ

ければですね、長いスパンに考えると本当に役立ってくれる人的存

在ができると思うんです。1 つそのことも心の中に入れてほしいと

いうことで、要望しておきたいと思います。

最後に、この質問の最後にですが、建物というのが箱物としてで

きるわけですが、地元の業者、それから地元の材料、それから電気

関係ももちろん細かいことができると思うんですが、地元の業者に

ですね、100％やっていただけることをお願いしたいと思いますが、

町長いかがでしょう。

町長(堀見和道君)
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お答えさせていただきます。建物の規模がそれなりの規模になり

ます。特定建設業の許可を持っていないとできない工事の内容にな

ると思いますので、それは今後設計を進めていく中で、できるだけ

地元の皆さんに仕事に関わっていただけるように、配慮はさせてい

ただきたいと思いますが、いずれにしましても設計がまとまってで

すね、設計事務所の意見も聞きながら最終的には決定をしていきた

いというふうに考えております。以上です。

11 番（中村卓司君）

ぜひですね電気屋さんのやれることもあろうし、瓦を使う工事で

あれば瓦もあるろうし、それから材料の木であれば、自伐の切り出

した木も使えるしってこともあるので、全面的に前に出していただ

いて、地元優先でお願いをしたいと思いますので、よろしくお願い

したいと思います。この質問は以上にさせていただいて、２番目の

質問に移ります。

青山文庫、図書館、この質問の趣旨に発明ラボは入れてございま

せんでしたけど、それも含めてですねいよいよ事業が前に進んで行

こうかと思います。この現時点での進捗状況について、お聞かせ願

いたいわけですが、図書館、そして建設について多くの署名が寄せ

られて、議会としても全会一致でゴーサインがなされたという経過

は皆さんご承知のとおりだと思いますし、それを受けて堀見町政は

図書館、青山文庫についての併設をした形で実施をするとして、動

き始めて実動体として、設置準備方針策定委員会というものを設置

されまして、動いているのが現在でございます。そして委員会は平

成 30 年には梼原の雲の上の図書館、梼原町立の図書館、かわうそ

館、オーテピア高知図書館、日高、瀬戸内等々の図書館を視察をさ

れたように聞いておりまして、そのお勉強されたということでござ

います。そして基本構想策定、講演会、ワークショップなど、３回

行ったようでございまして、策定委員会が数回行われているようで

ございます。そこで今後開館までの日程、計画等につきまして、時

系列で説明をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

教育委員会教育長（濱田陽治君）

図書館、青山文庫、発明ラボの佐川町新文化拠点施設の進捗状況

及び今後のスケジュールについて、御説明いたします。今年度につ

きましては、先ほど議員が申されましたように、図書館についての
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講演会は２回、ワークショップを３回開催し、住民の皆様からいた

だいた意見、提案などを元に、委員 13 名、アドバイザー２名により

ます整備方針策定委員会を開催して、現在７回と、年度内にあと１

回ございますが、これを開催し、基本構想を策定、公表することと

しております。合わせて青山文庫の移設につきましても、専門家の

方々による基本構想策定委員会、これが委員が７名、アドバイザー

が２名でございます。これを立ち上げこちらも基本構想を策定し公

表することとしております。また現在地権者の了承を得て、移転を

予定している用地の不動産鑑定評価を実施しているという状況で

す。今後につきましてですけど、令和２年度につきましては、策定

されましたそれぞれの基本構想を元に、より具体的な基本計画を策

定することとしております。そして基本計画と実施設計の委託業務

につきまして、プロポーザルを実施し、設計業者の選定を行う予定

です。また図書館機能と博物館機能の連携をはかるため、合同の検

討委員会の開催も予定しております。移転予定の用地につきまして

も、鑑定評価額を元に地権者と交渉し、売買契約の締結を予定して

おります。令和３年度には前年度に引き続き、基本設計、そして実

施設計を進めることとしております。令和４年度になりますと、佐

川町新文化拠点施設の建築工事に着手し、完成後それぞれの備品や

資料などの移動を経て、令和５年度中の開館を予定しております。

ただし青山文庫につきましては、適切な資料展示、保管のため、化

学物質や水分を飛ばす、揮発させるといいますか、いわゆる枯らし

というそうですけど、これの期間が必要となることから、１年後の

令和６年度中の開館を予定しております。ありがとうございました。

11 番（中村卓司君）

ありがとうございます。そこで土地の取得についてもですね、進

んでいるというお話でしたけども、もうちょっと踏み込んで単価と

かですね、それから持ち主の方の反応とかですね、大体概ねオッケ

イになっちゅうかなというような感覚がわかればですね、それをお

話を願いたいということと、それから議会にも町長から、設計につ

いて少し説明が最初、９月議会の途中でしたか、こういった建物を

みたいな形で、３階建てとかいうお話をいただいた時に、議員さん

の中では「３階でこうやるのはそりゃあちょっとまずいんやないか」

というお話も出ました。設計の段階で恐らくそのような希望を入れ

ると、設計をしてくださる人については、その希望を入れての設計
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を組んでくださるというふうに、まあプロポーザルということでご

ざいますので、ある程度こちらの希望を言って向こうがそのデザイ

ンをしてくるわけですから、そこの希望もぜひ入れておかないとい

かんと思うんですけど、そこのへんのどこまでいっているのかです

ね、そこも詳しく聞かせていただければありがたいと思いますが、

いかがですか。

町長(堀見和道君)

お答えさせていただきます。土地に関しましては、所有者の方か

ら基本的にはお譲りいただけるという話、合意にはなっております。

今鑑定をしておりますので、金額が出次第その金額を提示させてい

ただいて、最終的に売買金額について合意をしたいというふうに考

えております。設計につきましてはあくまでも私のほうで、今予定

している土地にですね、建物として合築した建物が入るかどうかの

検討する必要がありましたので、私のほうで今までの経験も踏まえ

て、ボリュームとして入ると、２階建てでも入ります。３階建てで

ももちろん入ります。ただ駐車台数等ですね、考慮しながら設計事

務所のほうには、決まったプロポーザルで決めた設計事務所には、

伝えなければいけないなあというふうに考えております。以前３階

建てだとというお話もありました。バリアフリーのことで御心配さ

れているというお話であったかと思いますが、エレベーターを設置

する等ですね、２階建てであっても３階建てであってもバリアフリ

ーに配慮した、設計にする必要がありますので、全体のボリューム

の中でどういう設計をするのが適切かということは、決定をした設

計事務所に適切に検討していただきたいと、いうふうに思っており

ます。以上です。

11 番（中村卓司君）

土地のほうはだいたいめどが立っているということなんですが、

購入期限というのがわかればですね、いつ頃までに購入するんだ、

契約結ぶんだっていうのがわかっていれば聞かせてもらいたいと

いうことと、私まるっきりの素人なので設計わかりませんけれども、

町長は設計のほうはプロでございますので、何と申し上げていいの

か､自分の言うのも出しゃばったような気がしますけど、１階、２階、

３階、エレベーターがあるけえいんやないかっていうふうなことが

言われますけど、例えば梼原の図書館も行かれたことがあると思う

んですが、立体的にやればその空間を縦に作る、横の１階、２階や
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のうて縦に図書館、右が青山文庫、３階の部分に３階というか、そ

の上側に発明ラボっていうかたちを入れれば、何と言いますか、か

たちがわかりますかね、縦型に入れる設計もあると思うんですよね、

そこでまるきり素人が言いゆうので、とんでもないこと言いゆうか

もわかりませんが、そこの建物の中に梼原の公民館的な中２階とか

あったりですね、らせん階段で上がって行く空間とかですね、そう

いう部分を設計図に組み入れると、スペース的にはいくんではない

かということで、聞いておりますのは 2,900 平米っていうのが土地

の広さらしいです。2,900 いうたら３千といたしますと、私古い人

間でございますので３反ということになって、真っ角になると 55 メ

ートル、55 メートル角、だいたい３千平米っていうことになるわけ

ですね。それでいくとかなりのそういう建物の面積が１階、２階、

３階の面積は使いますけど、縦にできても同じ敷地、建物面積、駐

車場は変わらないっていうことで、そういう意味ではかなり入るん

ではないろうかというふうに思っております。設計がプロポーザル

にこちらのほうの希望をある程度入れておかないといけないと思

うんですが、その希望を入れるのはメンバーさんで、話し合われる

んでしょうかね。そのへんはどういうふうに具体的にやるんですか

ね、教えていただきたいと思います。

町長(堀見和道君)

お答えさせていただきます。まず土地の契約につきましては、先

ほど教育長から説明させていただきましたが、来年度で予定をして

おります。建物につきましては、来年度策定を予定しております基

本計画の中で、それぞれの設備、施設に関して所要面積、必要な面

積について協議をしていってですね、図書館の部分として何平米必

要とか、青山文庫として何平米必要、佐川発明ラボとして何平米必

要、また共用スペース、トイレ、階段、エレベーターそれぞれこの

ぐらいの面積が必要だよねって、必要面積を基本計画の中にまとめ

ていきます。それぞれその施設をですね 1 階に入れるか、２階に入

れるか、３階に入れるか、議員の皆様の御意見も考慮させていただ

いたうえで、あとプロポーザルの中でもいろいろな提案をしていた

だきたいなと思っております。私たちが考えつかないような、すば

らしい提案をしていただける設計事務所もたくさんあると思いま

す。私自身図書館の設計をしたことありませんので、経験豊富な設

計者がたくさんありますので、どのような提案をしていただけるか
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ということも、踏まえて楽しみにしておりますし、今後あまり必要

な面積は提示していきますけど、あまりいろいろ条件を絞り込まず

に、プロポーザルという中で提案をしていただきたいと、いうふう

に考えております。以上です。

11 番（中村卓司君）

ど素人がいろいろ言うのもあれですが、使い勝手、そして親しま

れる物を作っていただきたいと思いますし、またこれもですね図書

館、青山文庫、発明ラボについても箱物でございますんで、地元の

業者にですねやっていただける範囲の、できることはですね地元業

者にも声をかけていただくと、いうふうなことをお願いしておきた

いと思いますが、よろしゅうございますか。

町長(堀見和道君)

お答えさせていただきます。これまでどおりですね、地元の皆さ

ん、地元の会社の皆さんには配慮をした中で事業進めていきたいと

いうふうに考えております。以上です。

11 番（中村卓司君）

それではこの青山文庫、図書館、発明ラボについては以上で質問

を終わりたいと思います。

次に夢まちランドにつきまして、質問をしたいと思いますが、こ

れはそれこそ下川節炸裂ですばらしい質問をしていただきました

ので、ほとんど私については答えがいらないようなことですけど、

先日土曜日ですかね、副町長もおられました。夢まちランドのイベ

ントが行われまして、私も少し顔を出させていただいて、森議員に

も坂本議員さんにもお会いいたしました。その中でも極めて一生懸

命やっておられる黄色い服が目立ちまして、あそこのボランティア

が一生懸命交通整理したり、売り子さんをやったり、場内の整備を

したりということで、非常に頭が下がる思いをしておりまして、佐

川中学校のブラスバンドには皆手拍子をたたきながらですね、盛り

上げておったように思います。そこで心配をするのは、どういった

ことで順調にいっているのかなという心配の質問が趣旨でござい

ますが、先ほど下川議員のほうからいろいろありましたので、重ね

重ねになりますけど、夢まちランドについての人員配置っていうの

がどこまで進んで、どこまでいっているのかということを、もう一

度お聞かせを願いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

健康福祉課長(田村秀明君)
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中村議員の御質問にお答えします。夢まち協議会の人員配置がど

こまでいっているかという御質問ですが、まず佐川夢まち協議会の

位置づけですが、これは地域福祉アクションプランの中で様々な生

活課題を解決するための組織で、佐川地区の住民組織です。12 月３

日にですね特定非営利活動法人の登記申請をしたということで、12

月３日にですね法人になるというふうには聞いております。町とは

ですね組織が異なりますので、うちのほうが人員配置ということは

ありません。あくまで任意の団体ですので、あるいは法人という中

でですね動いています。ただ今までの関わりっていうところで、例

えば平成 30 年度の関わりとしまして、健康福祉課の職員がですね、

さかわ夢まち協議会のほうの総会出席して、また全ての会のほうに

は出席できていませんが、月 1 回の定例会の出席であったりとか、

それからまたあったかふれあいセンターに関する勉強会の開催を

さしていただいたり、またあったかふれあいセンターの先進地の視

察研修等、健康福祉課、社会福祉協議会と共同して取り組んでまい

りました。その中で町としまして佐川地区にですね、地域福祉の拠

点となるあったかふれあいセンターの設置が必要ということを話

をする中で、今まで話の中で来年度ですね、さかわ夢まち協議会が

改修するという予定になってます。そちらのほうのあったかを受託

していただくという中ではですね、当然職員配置ということになり

ますので、ちょっと私そこの今人員、はっきり聞いてないですが、

通常であればですね、コーディネーターが１名とスタッフが２名と

いう形でやっていくことになろうかと思います。以上が 30 年度ま

での関わりということになります。

なお本年度の関わりとしましても、月 1 回の社協との話し合いで

あったり、４回のさかわ夢まち協議会、社会福祉協議会、健康福祉

課、３者での話し合いであったり、また夢まち協議会の定例会への

出席等重ねて、あったかふれあいセンターについての協議のほうも

重ねております。関わりの内容としましてはあったかふれあいセン

ター事業改修に向けて具体的な業務内容であったり、予算であった

り、あったかふれあいセンターの先ほど言いました職員の雇用につ

いて、協議をしています。その会議以外にもですね、電話連絡であ

ったりとか、開所訪問にて随時相談対応していっております。以上

が関わりになります。

11 番（中村卓司君）
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人員って言ったのは、コーディネーターなりスタッフさんのこと

で、他の地区は３、３、４という配置で、先ほど言われたのはコー

ディネーター１名、スタッフ２名で３名ということになるんですが、

そこの人員の福祉課から誰がっていうふうな把握はできないとい

うか、やりにくい状態にあろうかと思いますけど、その把握はして

ないと、もうお任せで夢まちランドさんの努力でそのスタッフも募

集をせえというふうな内容になってるんですかね。

健康福祉課長(田村秀明君)

お答えいたします。委託事業になりますので、基本的にはですね

受託団体のほうでですね、職員配置を考えていただくということに

なります。ただ今回ですね、さかわ夢まち協議会が初めてあったか

をやるという中で、そこの方がですねボランティアの方がですねい

ろんな方にあたってですね、スタッフ、またコーディネーターなん

かについてですね、あたっているんですが、スタッフについてはあ

る一定めどはついたもののですね、コーディネーターについてはま

だちょっと難しいっていう中で、今 12 月１日の新聞の折り込みの

中にあったと思うんですが、夢まち協議会さんのほうでコーディネ

ーターの募集というのはあってます。町のほうとしても、全く関わ

らないということではなしに、そういったコーディネーターの予定

のある人がおればですね、まずはお声というか教えていただきたい

というようなことはお話しています。以上でございます。

11 番（中村卓司君）

そういうふうに密に連絡を取りながらですね、人員の人も夢まち

ランドに全部お任せしても、なかなか見つかりにくい、チラシをあ

げても見つかりにくいということがありますので、福祉課のほうも

協力してあげてほしいと思いますし、それに職員採用となれば先ほ

どだんだん皆さんから出ております給料の関係もございますので、

ぜひですね十分な配慮ができるようにお願いしたいと思いますが、

町長先ほど答えたので、ぜひ課長のほうからお答えを願いたいと思

います。

健康福祉課長(田村秀明君)

給与面につきましては先ほどのですね下川さんの、議員さんので

すね質問もありましたように、コーディネーターにつきましては、

８千円から１万円、これは 1 等級から９等級で決めていくというふ

うになっています。スタッフにつきましては先ほども答弁さしてい
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ただきましたが、来年度からですね役場のほうの臨時職員について

は会計年度任用職員制度が始まりますので、また他の受託団体にと

の金額など見てですね、できるだけ早く来年の予算、間に合うやっ

たらそこにですね合わせて改正できるように、役場の中で検討、話

していきたいというふうに考えています。以上でございます。

11 番（中村卓司君）

ぜひお願いしたいと思います。人は宝でございますので、優秀な

人材を確保するためにはある程度の負担もいろうかと思いますの

で、ぜひよろしくお願いしたいと思います。この質問はこれで終わ

ります。

次、最後４番目の質問をしたいと思います。社協さんがやられて

おります、仮称ですけど共生型福祉施設について、お伺いをしたい

と思います。そこでですね、まず最初に町の関わり方についてをお

聞かせ願わないと次の質問に移れませんので、社協に対しての町の

関わり方について先に聞かせていただくとありがたいと思います

が、課長のほうからお願いします。

健康福祉課長(田村秀明君)

お答えします。社協との関わりということで、まず情報共有等に

ついてお話をさせていただきます。第７期介護保険事業計画におい

て、障害者の受け入れも可能な共生型サービスの提供ができる、小

規模多機能型居宅介護事業所の整備を計画、平成 30 年 11 月に利用

者として社協のほう選定しました。現在施設の整備等が進んでいる

ところです。健康福祉課としましても当課の組織目標の重点目標の

1 つとしています。進捗状況等につきましては事業者と定期的に情

報共有をするようにしています。設計段階からですね高齢者と障害

児者がともに集う、共生型施設として障害特性を勘案した間取りや

設備などの提案、また障害児者の家族の方からの御意見などをもと

に、アドバイスもさせていただいています。本年７月からはですね

毎月 1 回定例で、社協との連絡会を開催し、情報共有もしておりま

す。その連絡会の中でですね、進捗が遅れ気味なものや、申請関係

で停滞しているものについては、適宜アドバイスをさせていただい

たり、町として介入、確認、調整させていただいたり、入札等の基

準についてもですね、情報提供、確認したりするなど、社協ととも

に円滑な事業推進に向けた取り組みを行ってまいりました。今後よ

り一層連絡を密にして、円滑な事業進捗に努めていきたいというふ
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うに考えています。

なお介護保険運営協議会においてもですね、これは５月 30 日と、

11 月 21 日にありましたが、社協のほうより進捗状況を報告してい

ます。そういったようなかかわりをしています。以上でございます。

11 番（中村卓司君）

ありがとうございます。法人ですので、公共団体としての関係は

どこまでっていう心配をしておりましたので、まずこの関係につい

てお聞かせ願いました。かなり密な関係で連携してやっているとい

う中での事業の共生型福祉施設ということでございます。そこでで

すね、中身についてどんな物ができるのかですね、どういう時期に

できるのか、いうことも中身についてわかっておれば、聞かせてい

ただきたいと思いますので、お願いします。

健康福祉課長(田村秀明君)

お答えします。第７期の期間ですが平成 30 年度からですね、令和

２年度ということになるんですが、この７期の期間で新たな施設整

備というところの中ではですね、1 つはですね小規模多機能型居宅

介護施設、これは登録定員が 29 名で介護定員が 18 名、泊まりが９

人になります。これと併設をしまして、認知症対応型共同生活介護、

これはツーユニット 18 床ありますが、それを併設してですね、建て

るというような施設を今つくって進めています。これについてので

すね入札なんかについてはですね、11 月の 15 日に社協のほうで入

札の公告と閲覧を実施しまして、一般競争入札で 12 月の６日に入

札を行っています。12 社の参加があり、入札した結果、響建設のほ

うが建設事業者ということに決定しております。以上が今期の施設

整備の内容と、いうことになります。以上でございます。

11 番（中村卓司君）

ありがとうございます。建物２億７千万程度、それから土地代が

２千万程度ということで、消費税を含めますと、３億３千万くらい

の、事業で実施されるということでございますが、そこでですね心

配されることは、利用者がどの程度見込まれるかということで、経

営ということになってきますんですが、そこの部分が大まかな目安

でも話し合いの中で聞いておれば、お聞かせを願いたいと思います。

お願いします。

健康福祉課長(田村秀明君)

お答えします。まず認知症対応型共同生活介護、いわゆるグルー
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プホームでございますが、こちらについてはですねツーユニット９

名ですので、18 人分ということになります。現在ですね町内にあり

ますグループホーム、４カ所あるんですが、そこの事業所の待機者

が約 100 人程度というふうになっています。仮に１人の方がですね、

３カ所の所へ重複申し込みしているとしてもですね、実人数で 30 人

以上がいるということになりますので、まずニーズはあるというふ

うにグループホームについては思っています。

それからもう 1 つ、併設します共生型の小規模多機能型居宅介護、

登録定員が 29 名、１日の利用定員が 18 人の施設になりますが、こ

こについて例えば障害児者の利用につきましても、現在社協のほう

が担っていただいています障害支援センターで、事業所の開所に向

けて現在紹介とか案内をしているというふうに伺っております。そ

の中でですね、デイサービスやショートステイを利用してみたいと

いう方が、10 名程度いるということで、当事者や御家族の方の期待

が高いというふうに考えています。また特にですね佐川町含め近隣

にはですね、障害児者の宿泊できる施設がないということで、御家

族のレスパイト含め泊まりのニーズも高いという中で、一定のニー

ズがあるというふうに考えております。以上でございます。

11 番（中村卓司君）

ということは、ある程度利用者については心配ないと、ニーズは

あるということのなかのお答えだったと思いますが、それで後はス

タッフですよね、スタッフの関係がどの程度集まっているのか、そ

れをわかっておればお聞かせ願いたいと思います。

健康福祉課長(田村秀明君)

お答えします。人材、スタッフのほうにつきましては、11 月 21

日に佐川町の介護保険運営協議会のほうが開催されまして、その中

で採用条件について社協のほうから報告がありました。常勤のです

ね介護職員が 19 名、看護師が１名、ケアマネージャーが１名等の採

用が内定しております。またパートタイム勤務の職員も９名程度が

内定しております。採用の予定者は常勤換算で約 30 名ということ

になっていまして、パートタイム勤務の方を 0.6 人換算で計算する

と、現在ですね充足率は 93％になっているということです。介護業

界の人材不足は以前より言われていまして、職員の採用について心

配する声もありましたが、現時点で概ね必要な職員の採用はできて

おります。内定者の中には未経験の方もおりますが、開所までしっ
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かり研修等積みながらですね、人材育成も行っていくという考えと

のことです。以上でございます。

11 番(中村卓司君)

当初は大変利用者の関係もスタッフの関係も非常に心配して、で

きるのかっていう声も上がっておりましたが、非常に順調にいって

いるということで、安心をいたしました。ぜひですね社協との関わ

りも町としても関わっていただいて、円滑に運営ができるようにお

願いしたいと思います。もう少し、２点ほどですけど、心配ごとが

ございますが、町のほうとしての考えをお聞かせを願いたと思いま

す。

そう言いますのは、先ほど言いました総事業費で３億３千万、建

物 2,700 万、土地代が２千万、消費税含めて３億３千万くらいの事

業費ということで、行っておるということで、この元になる資金で

すよね、これが国、県を通じて１億円、そして自己資金として約１

億円、それから借入金として１億２千万から３千万くらい、これ合

わせて３億３千万というふうなことなんですが、自己資金について

も、ある程度予想されたことがありましたので、それはいいですし、

国のものも結構なんですが、これは国、県を通じて町へ下ろされて、

町から返されるという金額ですよね。あと借入金が１億少し借り入

れるということで、20 年間返済をするということで、年間 600 万く

らいの返済と、いうふうになっているようでございますが、この運

営につきまして、年間に１年目どれくらいの収支ができるのか、２

年目、３年目そういう計画がですねわかっておれば今聞かせていた

だきたいと思いますがいかがでしょう。

健康福祉課長(田村秀明君)

お答えします。資金計画がありまして、それちょっと私いただい

ていますが、１年目からの収支の状況です。１年目はですね、年度

の途中という計画ですので、稼働率についても落として計算してい

ますので、１年目はですね、収益からいる経費を差し引いたものが

ですね、△の 2,984 万です。２年目以降がですね、稼働率がグルー

プホームが 92.7、小規模多機能が 79.1 ということ、抑え気味に見

ているんですが、２年目はですね収支がプラスの 774 万１千円、次

の年の 731 万８千円、次が 689 万３千円と、若干年数、最初のほう

は 770 万くらいから始まってですね、経年とともに徐々に落ちると

いう、落ちる部分は職員の待遇がちょっと上がっていくということ
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で、落ちるようになっています。

一方で借入金、先ほど言いましたように１億２千万です。これに

ついては毎年 600 万ずつ返済になります。ただ必要経費の中にです

ね、減価償却としまして毎年 756 万というものが入っていますので、

これ見た時には安定的にいけるんではないかというのは考えており

ます。以上でございます。

11 番（中村卓司君）

この計画どおりいくとですね、順風満帆ということがありますけ

ど、さらに心配をしますと、このとおりに計画にいかなかったこと

の心配されるわけですが、町長のお考えで結構ながですけど、第３

セクターとは言いませんけれども、国、県を通じてお金が流れてい

くわけですから、それから町としてのかかわりをすごく持っていか

ないかん組織やと思うんです。もし赤字になっていくような時の対

応のお考えとか、町としての考えがあれば、町としての対応として

のお考えがあれば、聞かせて、突然振りましてすみませんが、何か

あれば、そりゃあ法人ですから自分らあで解決せないかんろうとい

うこともあるかもわかりませんけれども、町長のお考えがあれば聞

かせていただきたいと思います。

町長(堀見和道君)

お答えさせていただきます。しっかりと事業運営、経営をしてい

けば赤字になることはないと、いうふうに考えております。先ほど

聞いた稼働率も含めてですね、少し厳しめに見ておりますので、経

営上大丈夫だなというふうに思っております。万が一赤字になって

も、町から何かお金が出すということは現時点では考えておりませ

ん。以上です。

11 番（中村卓司君）

今から考えると大変ですけども、これは極端な話ですけども、こ

ういう事業やないですけれども、町がかかわっておったら債務保証

するような団体もあるんですけど、そういったことも一切なしとい

うことで、頑張ってくれよということでございますんで、わかりま

した。そこでもう一点、心配事がありますが、これは課長に聞きま

したので、ある程度納得ながですけど、少し心配事をですね調べて

きましたので、お話をさせていただきたいと思います。これは介護

保険料に関係するいうことで、課長のほうからは想定済みというお

話があってございます。私のほうは想定済みではないというんでは
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ないかという思いから、この介護保険に影響するということを申し

上げました。というのは、かつてこういう施設ができるたびにです

ね介護保険料が佐川町では上がるので、あんまり医療施設増やしと

うないよというふうなことが、かつてもございましたし、荷稲の北

島病院から前田病院、南国中央病院、それから島崎の柳瀬にやって

いる施設と、こういったものが増えるたびに介護保険料が上がるよ

ということで、心配だけして自分で計算なんかはほとんどしたこと

はありませんでした、自分としては。

ところがですね今回のこの仮称ですけど、共生型施設にあたりま

して少し私なりに計算をしてみました。多分これが計算方法として

は間違いないと思うんですが、ここに荷稲の里のパンフレットがご

ざいます。この中に利用料の金額が記載されています。利用料の記

載の中で、基本料金、保険料としてお払いをする、利用者が負担を

する金額が、要介護１、２、３、４、５とありますけど、大体 750 円

の人から 850 円っていう設定をされておりますので、平均をとると

800 円で計算をしたら、しやすいんで、800 円という計算をしてみま

す。そうすると、１日に 800 円ですから、365 日を掛けますと、29

万２千円という金額になります。それが利用者が負担をする介護の

料の負担です。食事とかそれから家賃とか、水道光熱とかいうやつ

は、もう別に払わないきませんので、１日 800 で 365 日払うと 29 万

２千円という金額が、１人の負担金です。けどこの負担金は僕らあ

にとっても多いと思いますけど、１割負担、あとの９割は介護保険

の中からその補填をされるという金額ですから、９割はこの金額に

含まれてないということは、29 万２千円の９倍がその年の 1 人に対

する保険料ということになっています。保険料というか、介護保険

からの負担せないかん金額になります。それが足しますと、262 万８

千円という金額が１年間です。１人の方。それが 10 人になります

と、０が１つ増えて 2,628 万という金額になります。10 人でそれで

す。その金額を今までの介護保険に要する金額に足されるというこ

とになります。介護給付金を利用する金額と、予防給付に使われる

金額を足した金額が、15 億 3,988 万８千円になります。それに先ほ

ど言った 2,966 万３千円を足すと、15 億 6,900 万になってきます。

それを半分が国、県が負担して、半分が介護保険を払う方の払い料

に上乗せされます。余分な分が、それを計算するとほとんど計算が

口だけになっちゅうと思うけど、今までのうちの０コンマ 26、いわ
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ゆる 1.026 倍が増える。金額的に具体的になんぼというと、今平均

的にいきますと、介護保険料、先ほどあった６千円で計算してみま

すと、６千のうちの 1.026 倍ですから、100 円に足らんです。だから

それくらいの金額、それが 10 人が新しく増えても、介護保険料の上

乗せにはならんということで、安心をしました。

さらに安心をすることは、今年の介護保険料の中に含まれていま

したという説明がありましたので、これくらいの保険料でいくなら

ば、もうちょっとこの施設のような物は佐川町に増えても、安心、

安全の老後を示すためにはいいんじゃないかという結論になります。

そうでしょう。これくらいの金額でいけば。100 円に満たんばあの金

額ですから、これが重なっていくといろいろあるんですけど、安心、

安全な意味の手段として、大変いいことやっていただいていること

が最終結論です。

そのことが、これはあくまで私の想像ですけど、町長が陰になり

陰になりこの事業を支えてきたんではないろうかということで、非

常に喜ばしいことではないかなと思っておりまして、いつかやって

くれると、社協のやることやけ全然そんなことはないよと思うかも

わかりませんけど、大変いいことをやっていただいておりますので、

ぜひこのことも介護福祉のために良い事業を続けていただきたいと

いうことが、結論でございます。これもまあまた箱物でございます

ので、ぜひ地元の者で作っていただければありがたいと思いますの

で、もういっぺん町長、地元の箱物になりますが、地元の材料、社

協のほうに口添えしておいてもうて、地元の者を使えと言うていた

だければありがたいと思いますが、最後にお願いします。

町長(堀見和道君)

お答えさせていただきます。改めて社協のほうにはですね、地元

の会社さんで仕事に関われるところがあれば、配慮してもらうよう

に私のほうからも伝えておきたいと思います。以上です。

11 番（中村卓司君）

どうもありがとうございました。最後に後ろのほうから拍手がな

いばあの質問でございましたけれども、これで私の質問に変えさせ

ていただきます。ありがとうございました。

議長（岡村統正君）

以上で、11 番、中村卓司君の一般質問を終わります。

ここで、55 分まで休憩します。
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休憩 午後２時 38 分

再開 午後２時 57 分

議長（岡村統正君）

休憩前に引き続き会議を開きます。

引き続き、12 番、永田耕朗君の発言を許します。

12 番（永田耕朗君）

12 番議員の永田でございます。久しぶりに一般質問の機会をいた

だきましたので、よろしくお願いいたします。

最近海外旅行に行っておりませんので、ごく身近な質問をさせて

いただきたいと思いますが、通告にそってお尋ねをいたしますが、

まず、来年度に向けての予算編成に向けてということでございます

けれども、今朝森議員の質問で来年の重点事項ということに対して、

町長から答弁がございました。すでに 10 月に来年度の重点事業の

骨格ができておるというような話で、またその重点事業について、

るる説明がございましたが、その中で、１点、農業振興という言葉

がなかった。これは大変私は残念に感じたところであります。今回、

農業の振興に関しまして、今、抱えておる課題、問題点についてお

尋ねをしながら、また私なりの意見も申してみたいと考えておりま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。

佐川町の基幹産業は何といっても農業であります。農業の低迷は

佐川町が活力を失う。今、農業を取り巻く環境は非常に厳しい状況

であろうと思います。高齢化と農産物の価格が、採算ベースに乗ら

ないのが大きな要因であろうと思いますが、急速な耕作放棄地の拡

大が喫緊の課題ではないかと考えるものであります。町内では今、

特に水田と茶畑の耕作放棄が拡大しております。水田の役割は雨水

を一時的に溜めて洪水を防ぐ、田畑や水路が多様な生きもののすみ

かになる。作物や水田に溜められた水が土砂に流出を防ぐ役割が大

であります。このままでは担い手がいなくなり、地域農業が途絶え

てしまうという課題に直面している。農業を次世代へつなぐために

地域全体で農業者を育成し、支えることが重要であろうと考えるも

のであります。稲作経営はシンプルに言うと、できるだけ安く生産

して、できるだけ高く売るということに尽きると思いますが、主食

用米を 20 ヘクタール経営して、昨年の生産コストは 60 キロあたり、
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１万３千円ぐらいが全国の平均だそうであります。この数字を聞く

と、このあたりの米づくりは全員赤字であります。コスト削減には

限度があります。導入コストを減らすために肥料や農薬をゼロにす

れば、コストもゼロですが、収量が下がっては経営的に意味があり

ません。必要なコストをかけながら、収量を上げることが、これか

らの稲作経営においてより重要になってくると思います。

佐川町でもこの７年間で 1,300 人以上の人口が減少しました。当

然農業の担い手も今以上に減少する、限られた担い手を行政として

どうサポートできるかも責務であります。持続的に佐川町で人々が

暮らし、地域農業を維持するために何が必要か町は全力で取り組む

べきと考えるところであります。

まず初めに町長にお伺いいたします。水田の耕作放棄地に対して

の対応、経営の厳しい米づくりに対して、この２点について町長の

お考えをお伺いいたします。

町長（堀見和道君）

ご質問いただきましてありがとうございます。永田議員のご質問

にお答えさせていただきたいと思います。まず、来年度の予算編成

方針につきまして、農業振興について説明がなかったというお話で

したが、皆さんに提示している資料の中に、昨年と同様の記載をし

ていますので、一般質問の回答の中で、あえて私のほうから説明は

しませんでしたが、農業振興に関して一歩踏み出す取り組みを検討

し、推進することということを明記しております。

また２期目の公約としまして、重点課題として農林商工における

担い手の育成および確保ということを重点課題として、これはずっ

と４年間変わらず、位置づけをしていくということで、農業振興に

つきましても来年度の予算編成において、留意することということ

で担当課長のほうには説明をしていますので、ご理解をいただきた

いというふうに思います。水田、米づくりにつきまして私は米を自

分でつくったことがありません。ただ、先ほども永田議員から話が

ありました。なかなかつくるだけ経費も出て所得にはならないとい

う状況も認識しております。ただ耕作放棄地をそのままにしておい

て放置しておくということは、美しい佐川町の町並み風景を損ねる

ことだと思っております。地域住民の皆さんと一緒になってこの課

題に関しては、向き合っていきたいというふうに考えております。

以上です。
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12 番（永田耕朗君）

今、初日の行政報告の中にも町長の農業に対する取り組みは私も

承知しておりまして、基盤整備等につきましても説明がございまし

た。今朝ほどの森議員の重点事項に対して、農業という文字が出て

こなかったと、いうことで今、申し上げましたが、耕作放棄地につ

きましては、住民と一緒になってというようなお考えが示されまし

たけれども、なかなかこの耕作放棄地を再生ということは大変なこ

とでありまして、水田の場合はまだ再生がしやすい状況かもしれま

せんけれども、後ほどお話もしますけれども、大変再生が厳しい作

物も控えております。まずその米づくりに関して先にお話をさせて

いただきますが、コストの削減には限度がありまして、投入コスト

を減らすために、肥料や農薬をゼロにすればコストもゼロになるわ

けですが、収量も下がっては経営的に意味がありません。必要なコ

ストをかけながら収量を上げることがこれからの稲作経営にとっ

てより重要になってくると思います。

私は米づくりについては、売れる米づくりから売る米づくりへの

転換が必要ではないかと考えています。佐川町では今、主食用米が

大半ですが、今後は積極的に品質をアピールすると同時にロットと

値ごろ感を重視する。業務用米などの多様なニーズに対応できる、

生産構造を地域全体で考える必要があると思います。稼げる農業、

ばかばかもうかる農業じゃなくて、せめて正当に報われる農業でな

ければならないと考えるものであります。

そこで今、注目を集めているのが、ハイブリット米であります。

収量が 1.5 倍見込める反当り 12、3 量とれるわけであります。業務

用米でありまして、町内で生産の主食用米は反当り８俵ぐらいとれ

ばいいほうではないかと思いますが、1.5 倍とれるというのは魅力

であります。価格も主食用米に近い単価契約ができるわけでありま

す。しかし種が一代限りでありまして、毎年種の購入が必要であり

ます。この種代が米 1 俵ぐらいかかるわけでありますが、この種代

への補助というものも検討の余地があるのではないかと、私は考え

るものであります。

そして先ほども申し上げてきましたが、もう一方の耕作放棄地の

拡大の激しいのが黒岩地区の茶畑であります。今、国の再生事業へ

の補助は 200 万円というような大きな規模とお聞きしましたが、も

っと小さい規模の再生事業ができるように町独自の支援策が必要で
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はないかというふうに考えるわけであります。行政が地域の厳しい

状況を知ることが大事であります。耕作放棄の発生防止には条件が

悪く経済的に成り立たない農地でも、農家に手を入れてもらえるよ

うな施策が重要であります。嶺北地方あるいは三原村等は、ゆず栽

培を奨励しております。ゆずの認知度は世界的に高まっており、海

外への販路の拡大もしております。佐川町においても農家のやる気

を呼びおこすために新作物の導入、奨励をすべきではないか。農業

の減少では農業者だけで解決するには、限界があり、行政の支援な

しでは実現できないことが、多くなってきております。

そこで町長の見解をお伺いします。耕作放棄地の再生費用、町単

独の支援というものを考える余地はないか。そして新作物の導入、

町として新作物の導入あるいは奨励へ取り組む気持ちはないか。そ

してそういった新作物を導入するにあたり、苗木や種子代等への補

助、こういったものを新年度へ向けて検討する余地はないか、お尋

ねをいたします。

町長（堀見和道君）

お答えさせていただきます。スケールの大きな話で私もなかなか

結論を出すのに、時間もかかる内容だなというふうに思っています。

国のほうとしましても、佐川町に定期的に農政局の方が来てくれて

おりまして、佐川町で何か具体的な要望はありませんかと、どうい

うことで困っていますか、とういことを聞きに来てくれております。

また県の普及所のほうも佐川町の実情を踏まえていろいろと相談

にのっていただいております。個別ご提案、永田議員からありまし

たが、なかなかすぐにそれでいきましょうと言うのはなかなか難し

い内容だというふうに思っております。北川村が国に対してですね、

独自の提案をして国の制度として認められて、今全国に波及してい

るものもあります。圃場整備の関係ですけれども、国としても佐川

町が何か独自に要望したこと、それが全国に必要だということであ

れば、国としても国の新しい制度として考えることも視野に入れて

くれております。県のほうでももちろん、農業の振興クラスターと

いう形で面的に農業の振興が広がることであれば、県も産業振興計

画の枠組みの中で一緒になっていろいろ考えていただきます。永田

議員のご提案は面的にも大きい話にもなろうかと思います。トータ

ルでそれぞれの振興をハイブリットというかどうかわかりません

が、網の目を張り巡らせるように面的に広げることが、佐川町の農
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業振興または耕作放棄地の解消には有効ではないかな、というよう

に考えておりますので。

いずれにしましても一度、永田議員の知見を我々に行政のほうに

もいただきまして、国、県の関係者も一堂に会して、どういうふう

に佐川町の農業振興を進めていったらいいかということを一度、話

し合いをさせていただいたらいいというふうに考えていますので、

ぜひよろしくお願いしたいというふうに考えます。以上です。

12 番（永田耕朗君）

町長の今の答弁では私の話が大きいという次元が大きいという

ような話もございましたが、それは逆で今、国の耕作放棄地に対し

ての補助事業については 200 万円を台にするということで、そうい

うことはちょっと佐川町には当てはまらない、その事業そのものが

太すぎるということで、もっと小さいものに取り組めるような町単

独支援ができないかというお尋ねをしました。

茶畑というものは点在しておるわけでありまして、１カ所で 200

万円もの補助金を使うような再生事業というものはなかなか難しい

わけでありまして、小さいところをそれなりに再生するには、小さ

な使い勝手のよい補助金というものが必要じゃないかと思うわけで

ありまして、そういったものにはやはり町単独で少しでも再生がで

きるような取り組みを示すべきじゃないかという思いで申し上げま

したが、町長初日の行政報告の中で、トピアとかのへの支援をする

ということを申されましたが、どの程度のものを支援するのか。少

しお聞かせをいただきたいと思います。

町長（堀見和道君）

お答えさせていただきます。トピアとかのに対する支援の内容に

つきましては、担当課長のほうから説明をさせます。先ほど永田議

員からおっしゃいました点在している部分ということで、北川村が、

まさしく提案をしたものに関してゆずの振興において、中産間地域

でまとまった面積がない中で、点在している農地をどのように基盤

整備事業に乗っけるかということに関して北川村のほうから提案

をして、国のほうに採用されているという事例もございます。それ

の話につきましても、担当課長のほうから私よりも詳しく理解をし

ているというふうに思いますので、先ほどのご質問も含めて担当課

長のほうから説明をさせていただきたいと思います。以上です。

産業建設課長（田村正和君）
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永田議員のご質問にお答えいたします。先ほどご質問いただきま

した斗賀野のトピアさんへの補助については、今後見込まれている

近々の補助で言いますと、これから経営をしていくにあたって必要

になる機械への補助、これは県の事業も使いながらということにな

ると思います。

それからトピアさんに関してはこれから経営も大きく、全面受託

も広がるということですので、その際に個々に補助を検討していと

いうふうに思っています。

それから町長のほうからありました北川村の補助の要件緩和に

つきましては、一般的な面的な圃場整備の事業にかかわるものであ

りまして、これまで県営事業で行っていた圃場事業につきましては、

面積が 20 ヘクタール以上という要件がございました。それを北川

村のほうから国へ提案をして 10 ヘクタール可能になったというの

が大きな制度が改正されたというところでございます。以上です。

12 番（永田耕朗君）

近隣の町村と比べた場合に佐川町の農業施策というものは少し

遅れておるというように私どもは感じております。越知町にしても

日高村にしても、それなりにメインの作物を奨励して農家が非常に

元気な、佐川町でもニラとかイチゴとかございますけれども、全体

的な農家の活力を見たときにはまだまだ佐川がこの近隣では低い

状態ではないかと私は感じております。そこで町として積極的に新

作物の奨励、導入というようなものをこれから検討するに値すると

ころではないかと思いますので、ぜひとも新年度そういったものに

も取り組んでいただいて、農家の活力を呼び起こせるような、行政

施策を展開していただきたいと思います。

そこで農業振興ということで、いろいろございますけれども、今、

県が大きく旗を振っておるのがスマート農業と言いますか、ハウス

の中の温度や湿度、二酸化炭素濃度がコンピューターで管理されて、

というのが県の農業振興策の柱のひとつに据えて、実践型といわれ

る園芸施設を高知県の農業を引っ張っていくように見えるところも

ありますけれども、中山間農業の維持は深刻であります。佐川町で

は基盤整備も急がなければならない課題でありますが、初日に圃場

整備ということで、報告がありまして３地区をモデル地区として協

議を重ねているという報告がありました。高収益作物の作付けを可

能にする基盤整備を進めることが重要でありますが、以前より未採
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択要件が緩和されても、まだ 10 ヘクタール以上、というような説明

でございました。10 ヘクタールに満たない立地条件には栽培環境の

悪い地域が佐川町には多々あるわけでありまして、いまだに農道も

ない、土水路のままの状況で田畑の荒廃は年々加速していくと考え

るところでありますが、10 へクタールに満たない山間地農業に力を

入れて耕作放棄地の発生防止に取り組む必要があるんじゃないかと

考えるわけであります。

そしてまた一方で、今、元気な作物、農家に対しての行政は目を

向けるべきじゃないかと考えるところであります。梨栽培は夏場の

高温対策、また今年のような長雨に対しての暗渠対策、しょうが農

家に対しては安定した価格販売のためには農家が低音貯蔵庫を持つ

必要があります。佐川町では、農家に２カ所だけ低温貯蔵庫がある

わけですが、越知町では、７カ所あります。これもすべて行政の支

援でできておるわけであります。以前、佐川町でも 40 年ほど前にし

ょうが掘り取り機に対しまして補助金を出したことがありますが、

今でもこの機械が使われております。今、佐川町では、新規就農で

しょうがに取り組む人が多いわけでありまして、今こそ元気な農業、

元気な農家への支援を危機感を持って見据える必要があるのではな

いかと考えるものであります。梨の高温対策、長雨対策、あるいは

しょうがの安定した経営に向けて農家が元気なやる気のあるうちに

元気な農業が維持できるように行政も取り組むことが大事であろう

と考えるものであります。

そこで再度町長にお伺いいたします。圃場整備が今の制度で 10 ヘ

クタール以上ということでございましたが、なかなか佐川町では 10

ヘクタールに満たないところがありますが、この 10 ヘクタールに満

たないところの基盤整備、町単独での支援といったものが、必要で

はないかというふうに考えています。そして今、元気な農業梨つく

りさんとか、しょうがつくりさんとか、こういった農家の農業を維

持するための支援というものもこれから見定めていかなえばならな

いと思いますが、その２点について町長の見解をお伺いいたします。

町長（堀見和道君）

お答えさせていただきます。まず元気な農家への支援ということ

になります。もちろん本当に前向きに取り組まれている農家の皆さ

んには、町としましてもしっかり支援をしていきたいというふうに

思っています。新高梨の取り組みにつきましても散水設備の件です
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とか、それこそ山本有二先生が大臣のときに、お話もいただいて、

梨組合の皆さんにお話をさせていただいたという内容もございま

す。それは各皆さんの要望をお聞きしながら、いろんな制度を活用

しながら町としましても、支援をさせていただきたいというふうに

考えております。10 ヘクタール以上の支援につきましては、今後ど

のような形で進めていったらいいのか、担当の課長のほうでの考え

はあると思いますが、一度関係する皆さんでこうしたいんだ、ああ

したいんだというお話も聞かせていただいて、一緒になって考えて、

それですと例えばクラスター化をはかって県の産業振興計画にの

せる形で進めていったらいいのではないかと。県の産業振興計画に

のりますと、施設整備に関しても一定の補助もいただけるというこ

とになっておりますので、トータルでどのようにそれぞれに品種に

関して、しょうがならしょうがで、佐川町としてどのように面的に

広げていくのかということを協議をさせていただければ、ありがた

いなと思っておりますのでぜひお時間をいただければと考えます。

以上です。

12 番（永田耕朗君）

今までできていない部分、農業に対しての支援策、がこれから重

要になってこようと思います。今、耕作放棄地の拡大ということが

大変大きな課題と私は申し上げましたけれども、かろうじて農業が

継続されておる方々に続けていただけるような支援策、あるいは新

しい作物の導入とか、また元気なうちに、もっともっと行政が目を

向けて、より効果のある農業施策を展開していただけるように要望

しておきたいと思います。新年度に向けて、予算編成に向けて農業

に対して積極的な施策の検討をお願いいたします。

続きまして、町道の整備についてでありますが、町道と生活道は

一体でありますが佐川町は近隣町村と比べると道路の整備は非常

に悪い、遅れている状態であろうと思います。それは財源にも関係

があろうと思います。過疎債が適用されないということで不利なと

ころもありますけれども、町内いたるところ町道生活道の痛みが激

しい段差が生じてバイクなどでは危険な場所が多々あるわけでご

ざいます。堀見町政６年間で、手付かずのところがまだまだ残って

おり、地域住民にとっては生活道は毎日、朝夕それ以上、利用する

住民の暮らしに大切なところであります。また救急車も入れない町

道はあるわけでありまして、危機を感じているところでありますが、
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町道の維持管理費は年間２千万ぐらいではないかと思いますが、も

っと思い切った予算措置をするべきではないか。建設課長も一生懸

命現場に足を運んでおりますけれども、ない袖はなかなか振れない

わけであります。私は建設課長に決して頼まれたわけではございま

せん。私は仕事柄各地域を回る、軽トラックで回れば道路の状況は

よくわかるわけでして、私はどこの道路が痛んでいるか、救急車が

入れないところはどこか、すべて自分で見て回って感じたことを今、

申し上げております。私が今ここで痛みの激しい箇所を申し上げる

ことはできますけれども、それを言うとまたいろいろ自治会等弊害

がでてきてもいけませんので申しませんが、たぶん建設課のほうに

は各自治会長から要望があがってきておると思います。来年度町道

整備の要望に沿うように、積極的な予算編成をするべきではないか

と考えますが、町長のお考えをお伺いいたします。

町長（堀見和道君）

お答えさせていただきます。以前、永田議員から町道改良維持修

繕の費用としてもっと予算を増やせないかというお話もいただき

まして、平成 29 年度から２千万円の予算を増額をいたしまして、現

在、計画的に改良維持をしていく費用として 5,250 万円の予算をと

っています。産業建設課の田村課長のほうからは今、柔軟に予算も

運用して地域住民の皆さんの要望にもお答えをできていると私は

認識をしております。このあと、詳細につきましては課長から説明

をさせますが、町としましても今、一生懸命皆さんの要望を聞きな

がら、柔軟に臨機応変に対応させていただいているという状況です

のでご理解をいただければと思います。詳細は担当課長から説明を

させます。

産業建設課長（田村正和君）

お答えいたします。道路の予算ということでございますけれども、

永田議員おっしゃるように舗装についてもございますが、全体的な

お話をさせていただきます。まず町道河川など住民の生活に安全対

策工事予算としましては、工事費として本年度３億 3,800 万円とな

っております。この合計予算について言いますと平成 22 年度の当

初予算ベースから約 2.2 倍となっております。この増額の主な要因

でございますけれども、これは先ほど永田議員おっしゃられました

橋梁それから舗装トンネルなどの長寿命化対策、それから耐震化対

策費用の増額となっております。計画的に実施している橋梁舗装に



214

ついては国の地方道路交付金事業それから公共施設等適正管理推

進事業、他にも辺地債事業あわせて２億 5,600 万円を計上して今、

重点的に取り組んでいるところでございます。残る予算 8,250 万円

につきましては、計画的な改良であるとか維持改良事業費、これが

先ほど町長が説明した 5,250 万円と。それとは別に突発的な修繕対

応とか防護柵なんかの設置費用、交通安全対策費用として３千万円

を計上しています。計画的な改良維持事業費、説明しました 5,250

万円につきましては、町長がいいましたとおり平成 29 年度から約

２千万円の増額をして、これまで対応してきた経緯がございます。

皆さんの普段通られるいわゆる生活道の整備につきましては、これ

まで通り、計画に基づく事業を役場としてしっかりと執行すること

はもちろんですけれども、年度途中に発生した計画事業以外の緊急

的な対応につきましても、予算の範囲内で柔軟に対応したいと考え

ております。以上です。

12 番（永田耕朗君）

維持管理費の２千万円が 29 年度に増やされたということであり

ますが、この町道、一番住民に身近な生活道に対しての痛みの激し

い部分も早急に改善をしなければいけないんじゃないかと考える

わけであります。全体的に予算があろうと思いますけれども、大き

な事業は金を食われておる、その中で町道生活道の痛んでおる部分

も最低限改修していただきたいというのが地域住民の要望であり

まして、自治会長の話を聞くと何年も前から要望を出しておるがや

ってくれんという話を聞きますが。たぶん、建設課長のほうでは予

算要求をしておるんじゃないかと思いますが。29 年度から２千万円

維持管理費を増額したという町長の説明でしたけれども、町長、副

町長、予算査定の中であんまり削りすぎじゃないかと私どもはかん

ぐりたくなるようなわけでありますが、痛みの激しい道路、日々の

生活住民は行政サービスを受けておると実感が持てるように早急

な取り組みを要望してこの町道に関しては終わります。

続きまして、防災無線の更新についてでありますが、これも町長

の行政報告で初日にございましたが、すでに、実施設計に入ってお

るというような説明であったかと思いますが、これについてこれま

での経緯、またヒアリング等についてどのような経過があったのか、

説明を願いたいと思います。

総務課長（麻田正志君）
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お答えをいたします。防災行政無線につきましては、９月の定例

会での行政報告での触れさせていただいておりますけれども、９月

末で基本設計を完了し、現在実施設計に取り組んでおりまして、令

和２年度の工事の発注に向け、取り組んでいるところであります。

この防災行政無線につきましては、平成 16 年度だったと思います

けれども、その廃止からすでに 15 年経過しておりまして、やはり経

年劣化等故障等もあります。この間も現在の防災行政無線、中継局

の虚空蔵山のほうが故障をしておりまして、時々その故障のときに

あっては、鳴らない、防災行政無線が鳴らないというような状況も

ありました。このようなこともありまして、来年度更新するために

準備をしておるということになっております。そしてどのような内

容にするかということで本年度先に基本設計のほうでどのような

方式がいいかというような内容のほうを決めました。この防災行政

無線を含みます情報の伝達の手段というのは防災行政無線のほか

に自治体独自の地域振興無線とか、民間のエフエム放送などのラジ

オ放送とか、また光ケーブルなどの有線を活用するものなどとか、

いろんな方式がありました。そのようなものの中から有線を活用す

るものにつきましては、震災によってケーブルの切断が懸念される

のではなかろうかとか、あるいはラジオを活用するものにつきまし

ては、現在、佐川町にはインフラの整備がなされておりませんので、

設備の整備費用が多額にいっていると。あと地域振興無線などの簡

易無線につきましては、現在の佐川町で採用しています同報系とい

うのですけれども、町内一斉に同じ放送が流れるというような方式

でありますけれども。そちらのほうのシステムの構築が困難である

というようないろんな方式の中から検討いたしました結果、現行の

方式と同様の防災行政無線の同報系という方式にするということ

を基本設計の段階で決定いたしました。

それと同じように移動系のがありますけれども、その移動系のほ

うにつきましては、高知県のほうで整備を予定しております、そち

らのほうと連携できるシステムを前提にして整備するということを

基本計画のほうで決定をさせていただきました。そしてその基本設

計に基づきまして現在、実際に現地調査などを実施いたしまして地

理的な特性とか、経済性とか利便性などの観点から設計を進めてお

るというような現状になっております。年度末には実施設計が完了

できるように今現在取り組んでおるというような状況になっており



216

ます。以上でございます。

議長（岡村統正君）

休憩します。

休憩 午後３時 37 分

再開 午後３時 38 分

議長（岡村統正君）

休憩前に引き続き会議を開きます。

総務課長（麻田正志君）

申し訳ありません。答弁のほうが抜かっておりました。ヒアリン

グ等につきましては、基本設計を委託した業者のほうとその方式に

ついていろいろと検討をして各いろんな方式について、内容につい

てヒアリングをして決定をしたという状況になっております。以上

でございます。

12 番（永田耕朗君）

設計業者とヒアリングをしたというんじゃなくって業者とヒア

リングをしていますか。各メーカーを呼んで、ヒアリングをしてお

るのか。それをお尋ねしたい。

総務課長（麻田正志君）

お答えいたします。町のほうは各メーカーを呼んでヒアリングを

したということではございません。委託をした業者のほうがその各

方式についてのいろんな経済性であるとか、特徴であるとか、そう

いうものをまとめて調べあげていってその中で検討したという内

容になっております。以上でございます。

12 番（永田耕朗君）

今回の更新は同報系と移動系と２通りあるわけでありますが、問

題は移動系は高知県の防災無線を併用すると、供用するということ

になれば、県の指定したメーカーになろうかと思いますけれども、

この同報系について設計業者に対して、町としてどのような指示を

だしておるのか、それをお伺いいたします。

総務課長（麻田正志君）

お答えいたします。町のほうといたしましては、いろんな先ほど

いいました情報の伝達の方式がありますので、その情報の伝達の方

式にそって佐川町にとってよいような方式ということで、いろんな
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方式のメリットでありますとか、デメリット、そして拡張性であり

ますとか、経済性、そのようなものをすべて調べて基本計画のほう

をつくっていただくと、そのような内容をこちらに報告をして検討

していただくという内容でやっております。以上でございます。

12 番（永田耕朗君）

これは総務課長の話を伺うと、全て業者任せというように聞こえ

るわけですが、この問題は移動系と同報系これを一括で考えるのか、

分割で発注を考えておるのか。まずそれをお聞きいたします。

総務課長（麻田正志君）

お答えいたします。現在まだ実施設計の段階で発注とかまだそう

いう検討はしておりませんので、どのような方法でやるとか考えて

おりません。以上でございます。

12 番（永田耕朗君）

課長、今が大事なんです。今が。このままで業者任せになると偏

った設計になる。これはなぜかと申しますと、今、県が決めておる

のが日本無線のメーカーであります。これを一括発注ということで

町が指示をせずに何も町の意向を出さずに業者任せということに

なると日本無線、県の防災無線の決めておるメーカーがものすごく

有利になる。最終的には入札で競争原理が働かなくなるような結果

になる。今、全国でそういうことが現に起こっておる。それはやは

り町のほうがしっかりと各メーカーの機種を勉強しながら、設計業

者にどういう方向でいくかということを指示をせんと。ただ、今の

ような設計強者任せでは大変なことになりますよ。前回の防災行政

無線が３億ぐらいだったと思いますが、たぶん、４億５億という世

界ではないかと思いますが、これが偏った設計によって指名業者が

辞退と、いうようなことがおこった場合には入札が高どまりになる。

現にそういうことが、全国で起こっておる。それで私は指摘をして

おるわけであります。

もう一度お伺いしますが、町としてしっかり設計業者に対して、

町の意向を伝えるようなことをこれから、各メーカーを呼んでヒア

リングを受けて進めるべきではないかと思いますが、再度お伺いし

ます。

総務課長（麻田正志君）

お答えをいたします。現在、委託しております実施設計の中で、

成果品において、特定のメーカーとか製品、これらが推測されるよ
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うな偏った記載を行ってはならないものとし、複数の無線機メーカ

ーが対応できる工事使用書等を作成することということで、委託を

しておりますので、そのような中でいろんなメーカーが参加できる

ようなことに取り組んでいきたいというふうに考えております。

12 番（永田耕朗君）

これは一括発注の予定なのか。分割発注なのか。町長その辺のお

考えをお伺いしたいと思います。

町長（堀見和道君）

お答えさせていただきます。現時点では何も決まっておりません

ので、今後検討して決定をしていくということになります。永田議

員がご心配されることも、ごもっともだと思います。この防災行政

無線だけでなく、いろんな設備、エレベーターだとか、何か使用書

の中でメーカーを特定するような記載があると、そこしか応札でき

ないということになります。そうあってはならないということで、

私もコンサルならびに担当課長のほうに私のほうから指示をしっ

かり出しております。コンサルに確認したことによりますと、現在

の設計で、入札に応札できるメーカーは８社程度はあります。とい

う話も聞いております。ただ永田議員から今日ご質問も心配のご意

見もいただきましたので、改めてもう一度メーカーのコンサルのほ

うにしっかり確認をしてそこに抜かりのないように設計をするよ

うに指示をしたいと考えております。以上です。

12 番（永田耕朗君）

確かにメーカーは７、８社と私も伺っておりますが、今のままで

町のほうから設計業者のほうに何も言わないということになると

仕様書が偏ってしまって、業者が辞退ということが多々起こるわけ

です。というのは指名業者を集めたときに仕様書を見たときに、町

のほうからフラットな設計ということの指示を出しておらなけれ

ば、どうしても設計業者は特定メーカーに偏ることがある。そうな

ったときには、せっかく指名を受けても業者は辞退をしなければな

らないということが、あちこちで発生して問題になっておるわけで

あります。今回、佐川町の場合もまったく町のほうから設計業者に

対して指示が出ていないということは設計業者がもしまちがって

偏った設計をした場合には、特定業者に偏って入札が大変、１社２

社の有利に運ぶことがあるわけです。やはり問題は町のほうから、

今の設計業者に対して、フラットな設計ということを指示するべき。
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そうすることによってどこの業者も機宜的に対応ができるという

設計になろうと思います。もしそれが辞退というようなことがおこ

れば、公平な公正な入札はできなくなると思います。そこをよく注

意して町として今、すでに実施設計に移っておるということであれ

ば、町のほうからはっきり町の姿勢を示して、各メーカーフラット

な設計を指示すべきと私は考えます。そうすることによって最終的

には競争原理が働いて、安い入札ができると考えておるところであ

ります。ぜひ金額の大きい事業でありますので、慎重にまた競争原

理が働くような進め方を今、取り組まなければならない思いますが、

再度、答弁をお願いします。

総務課長（麻田正志君）

お答えいたします。先ほどの答弁の中でも申しましたように現在

の実施設計書の段階におかれまして、委託業務の仕様書の中で中立

性の保持ということで乙と書いておりますけれども、乙のほうにつ

きましては中立性の保持をするように努めることと。また先ほどい

いました成果品等につきましては特定のメーカー製品またはこれ

らから推測されるような偏った記載を行ってはならないもののし、

複数の無線機メーカーが対応できるような工事仕様書等を作成す

ることということで指示のほうは出しております。なお、もう一度

このことは指示をするように、確認をするようにはしていますが、

現時のところ先ほど申しましたような指示はしております。

またこの同報系につきましては町長のほうからも答弁がありまし

たように、現在の無線方式においては、８社ほど機器を製造してい

る会社があるというふうに報告は受けております。以上でございま

す。

12 番（永田耕朗君）

その８社を指名しても辞退ということが起こるわけであります。

それを心配しておりますので、ぜひこれから設計業者に対して町と

してはっきりそういうことを申し上げ、仕様書について８社なり、

またメーカーが８社であるならば、ほかに工事業者を指名するとい

う場合があるかもしれませんけれども。そういったことで多くのメ

ーカーが入札に参加できるような設計にしなければならないと思

いますので、ぜひともこれからそういう取り組みをしていただきた

いと思います。

続きまして、四国電力の住宅跡地についてでありますが、今朝ほ
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ど森議員の質問に対しての重点事業ということで、町長が四国電力

住宅跡の活用ということも重点事業ということで、説明されました

が、この活用、どのような活用方法をされるのか、まずお伺いした

します。

町長（堀見和道君）

お答えさせていただきます。以前、議会で半分に関しては、町民

向けということでお話をいただいております。基本原則としまして、

町営住宅での活用を考えております。ただ、今、町営住宅の入居募

集をしたときに、結構すぐ埋まらない状況が本年続いておりました

ので、町営住宅で提起するのがいいのか、もしかしたら、少ない数

でも移住者向けの住宅にしたほうが良いのか、それを総務課とチー

ム佐川推進課で協議して検討しなさいということで、両課にまたが

って期待することということで指示を出しておりました。

その結果を踏まえまして、本定例会中の議員全員協議会の場にお

きまして、議員の皆様のご意見をもお伺いしながら、最終的には決

定して来年度の事業課を図りたいというふうに考えておりました。

原則としては町営住宅で整備をすると考えております。以上です。

12 番（永田耕朗君）

住宅跡地、社宅の後の購入にあたりましては、当時の予算を議会

が認めるにあたりましては、町営住宅に半分をするということを条

件であの予算を認めたと、私は記憶しています。町長もそれは承知

していると思いますが。これにつきましては昨年９月議会で西森議

員も質問をいたしました。それでそのときも町長は今と同じ答弁で

ありました。住宅の募集をしたときにまだ埋まらない。また空きも

あるというような答弁でありましたけれども、実は私も住宅選考委

員の一人でありまして、先月も住宅選考委員会がございましたが、

今、町営住宅も古い建物、シャワーもないというようなところもあ

るわけでございまして、新しい設備のえいところはこの間も 1 戸の

募集に８件の応募があったというようなことで大変、住宅、住民か

らの町営住宅への要望は大であろうと思います。ただ、冨士見団地

のようなところはいまだにシャワーがないというようなことで大

変住民からは応募が少ないという状況ではないかと思いますが、ぜ

ひ電力の社宅跡の建物は住みやすい入居したいというような設備

に改善をしたらどうかと考えるわけであります。

やはり住宅というのが人口を維持する、あるいは人口増には最大
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の武器であろうと思いますが、越知町へ住宅ができたときには佐川

から以前にも申し上げたかもわかりませんが、若い世代が 50 人近く

移住をしました。それはあまり表には見えていないですけれども、

佐川の私も知っておるかたもすでにいておりますけれども、若い世

代が越知へ移住というか住宅を求めて入り、そこでまた新たに子供

もでき生活をしておるわけでありまして、やはり住宅というものは

人口の増加につながると考えるわけでありまして、ぜひとも早急に

取り組んでいただきたい。すでに予算を認めてから４年が経過して

おると思いますが、ちょっと時間が経ちすぎたと思います。ぜひと

も来年度はそういったもので予算を組んでいただいて、応募者が殺

到するような住宅を構えていただきたいと思います。

あと１点、予備費の必要性ということで通告しておりましたが、

私がなぜこんな質問をするかまず説明をしなければならないと思

います。今年の４月から黒岩中学校が休校になりまして、黒岩地区

の子供たちは佐川中学校へスクールバスで通学するようになりま

した。従来の通学路と少し変わったことによって地元から防犯灯を

設置してほしいとの要望が出てきたわけでありまして、私は夜暗く

なってから現場に立ち会いました。確かに暗い、明かりがほしい状

況でありましたが、またこの地区はずっと以前に女子高校生が事件

に巻き込まれたところでもあり、私は防犯灯の必要性を強く感じた

ところでありました。

そこで日を変えて担当課の職員と夜間再び現場にまいりました。

担当職員も必要性は認めるが予算がないのでできないとのことでし

た。それが今年の６月頃でありまして、新年度が始まってわずか、

３カ月足らずで、わずか２、３万の金がないというようなことで私

は疑問を感じまして職員に尋ねますと、前年度自治会から要望があ

ったところだけの予算を組んでおるので余分がないというご説明で

した。それならば、通学路であるので教育委員会でも予備費がない

かと問い合わせをすると、予備費なし、との返事でありました。わ

ずか２、３万の２、３万と申しますか、当初予算の中ではわずかの

金額でありますが、６月の時点でどこもお金がないということであ

りましたが、甘い予算と予備費とは意味合いが違うと私は思います。

予備費もある程度は現場へ持たさないと職員が仕事ができないんじ

ゃないと考えるわけであります。また仕事をやる気がおこらないと、

私は感じたわけであります。
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職員は町長の手足であり、職員が職場で対応できることが住民サ

ービスの向上につながると私は思うわけであります。町長、副町長

が予算査定で数字を削るということは職員が身動きが取れなくなる

んじゃないか。数字を削るだけがトップの手腕ではないと私は考え

るところであります。職員が仕事ができるように予算に余裕を持た

せるということも重要ではないかと考えますが、町長のお考えをお

願いいたします。

町長（堀見和道君）

お答えさせていただきます。まずお詫びを申し上げなければいけ

ないなと思うところは今の防犯灯、通学路の防犯灯になろうかと思

いますが、私のところに情報として入ってきておりません。これは

私の普段の仕事の仕方、職員に対する説明の仕方が不足しているん

だというふうに、今後徹底をさせていただきたいなと思います。

職員の皆さん、課長の皆さんは予備費を使うことに関してすごく

敬遠をします。実は今まで私のところに話としてあがってきた内容

で来年度にします。今年予算がないので来年度にしますという話は

結構あります。ありました。これは急いでやらなければならないこ

となんだから予備費使ってやればいいじゃないかといって予備費

を使って対応をした事案が私の記憶の中でも４、５件あります。で

すから、この防犯灯のことについても、もし私のところにあがって

きたとしたら緊急性のあるものだからすぐにやりなさいという指

示をしたんだろうと思います。ただ私のところまでこの案件につい

てあがってきていないことが、そもそも大きな問題ですので、今後

はそういうことがないように職員に徹底をしていきたいと考えて

おります。

予算も切るだけの予算組みをしていないというふうに考えており

ます。職員の皆さんの声も聞きながら、話も聞きながら納得したも

のに関してはしっかり予算もつけております。増額の予算もつける

ことも当然あります。ですから今日、幹部職員すべてこの議場にい

ますので、これは私の方針として一貫してこの６年間かわっており

ませんので。課長の皆さんには本当に緊急性の高いものに関しては

しっかりとあげていただきたいというふうに思います。今後もぜひ、

このような話があったらご意見をいただきたいなというふうに思い

ます。以上です。

12 番（永田耕朗君）



223

町長はこの防犯灯の件に対して聞いてないということで、こんな

ことを町長にあげていくような問題じゃないですよ。こんなわずか

な防犯灯の１本や２本は担当課が現場でやるべき仕事でこんなこ

ともすべて町長の判断を仰がんといかんということは、これ自体が

町長ちょっと判断ミスじゃないですか。それはみな担当課長ここに

おりますけれども、それは今まで町長がそういうやり方でやってき

たというけんど誰もそれに対して、高学歴の町長に対して数字で反

論をよう言いませんよ。私はここであえて言いますけれども。そう

いった防犯灯 1 本にいたるまで町長の判断でということは大きな間

違いじゃないかと思います。もっともっと職員を信頼して小さいこ

とは末端で町長のわからんところでも、職員の判断でやらすという

ことが大事じゃないでしょうか。それが職員のやる気をおこす。防

犯灯の１本まで町長の判断をいただかないかんということは、これ

はちょっと町長、詰めすぎじゃないかと私は思います。石で手を詰

めるようなことをしては人の心は動かんと思います。もう少し、柔

軟に対応を、６年も町長をやってきたらもうちょっと職員を信頼し

て現場を任すべきじゃないかと。お金もある程度余裕を持たせて、

現場で即決できるようなことをすれば、住民から行政へ対して信頼

が増すと思います。これはちょっと町長今、訂正すべきじゃないで

すか。

町長（堀見和道君）

お答えさせていただきます。少し誤解を永田議員に与えてしまい

ました。全体の予備費を使う場合に関しましては必ず話があがって

きます。そういう意味での予備費という話をさせていただきました。

基本的に各担当課で持っている予算に対しまして課長の権限で判

断できるものに関しましてすべて任せています。細かいところまで

すべてこまごまと指示を出すことは、すべて私の了解を取らなくて

はならないという仕事の仕方はしておりませんので。

ただ、全体の中、全体枠としての予備費を使う場合には必ず私の

ところまで決済がまわってきますので、そういう意味で話をさせて

いただいているというのが現状です。予備費の流用ではなくて、こ

ういう故障がありました、こういう事案がありました、今年度予算

がないので来年度やろうと思っていますという報告もあがります。

その時には「これは急いでやったほうがいいので今年度補正を組む

なり予備費を使うなりやったらどうですか」という話をすることは
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あります。ぜひ誤解をなさらないようにお願いしたいと思います。

以上です。

12 番（永田耕朗君）

私が言おうとしているのは大きなお金じゃなくてそういう現場

で即決で各職員が判断して、住民に対して返事ができるというよう

なお金が必要じゃないかと。町長にいちいち決裁をしてもらうんじ

ゃなくて小さいものは現場で解決できるような予備費を持たせる

べきじゃないかということを申し上げておるわけであります。例え

ば建設課長の状況を申しますと以前に、ずっと以前の建設課長は現

場でどんどん即決できた。それが、50 万以内のものは即決でやりま

すという返事を住民の前で返事をしていたわけですが、今もその各

課長が 50 万円以内の決裁権はあろうと思いますけれども、やはり

今は窮屈な予算編成のために、どうも特に建設課長なんかは現場で

即決しにくい状況じゃないかと、どうしても急な。これは決して私

が建設課長に頼まれたわけじゃない。私が想像、普段の建設課長と

のいろいろ意見交換の中での想像でありますけれども。町長は決し

て建設課長をあとで攻めんように。現場というものは思わん突発的

なことが発生する、特に建設課なんかはそういうことがありますの

で。もしそういうことがおこったときに当初予算の中から引き出し

てそういうものに流用するということになると、当初計画しておっ

た事業が遅れる、すなわち私が今日言うたようないろんな事業がで

きないという部分がありゃあしないかということでそれを申し上

げておりますが、ぜひもうちょっと職員を信頼しておると思います

けれども、ちょっと詰めすぎで詰められて詰められて苦しい思いを

しておる課長がここにはたくさんおるんじゃないかと私は推察し

ます。ぜひそういうことで町長もう少し太っ腹で職員が積極的に動

けるような予算編成が重要じゃないかと思います。

副町長、最後ちょっと答弁を求めたいと思いますが、私今日いく

つか質問をしましたが、その中で防災無線について、予備費につい

て、もし私が間違っておれば私も訂正しますが、行政経験が長い副

町長ご答弁願います。

副町長（中澤一眞君）

お答え申し上げます。防災無線の関係ですけれども、永田議員の

ご心配は大変私もそういう事態が起こったら大変だと思いで先ほ

ど聞かせていただいておりました。総務課長のほうから答弁を申し
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上げましたとおり、今の設計業者等の間でその複数参入ができると、

競争性が担保できるという仕様はしっかり指示をしいております。

ただ、ご指摘がありましたように、書面上でやるものが現実に担保

できるのか。ご質問の中にございましたけれども、そういう事態が

おこっているとお話がありましたので、それは私も承知をしており

ませんでしたので、そのへんの実態はやはり調べていろんな手だて

をこうじる必要があると感じております。そのように対応を私のほ

うからも指示をさせていただきたいというふうに思います。

それから予備費の利用につきましてですが、行政経験が長いとい

うふうに言っていただきましたので、申し上げますと私の感覚から

言いますと佐川町役場の予算の執行と言うのは非常に窮屈だとい

うのを１年目に非常に感じました。お話のように年度途中の不測の

事態というのは当然起こりうるものであります。ですので当初の予

算を組んだと、そのとおり予算を組んだものが 100％決算であがる

ということはまず逆に言えばありえない。何らかの事情変更がある。

工事でも入札すれば入札減額が起こります。想定しない災害が起こ

ります。あるいは緊急に補修が必要な事態が生じると。そういった

ものにできるだけ柔軟に対応していくということが、当然必要だと

思います。

そのうえで、非常に予算の組み方、予備費の活用の仕方というこ

とで言いますと非常にある意味でいいますと真面目で、決められた

ことをきちきちやるという私から見れば、そういう気風が佐川町役

場にはございました。それは当然財政規律を守るルールを守るとい

うことでいえば公務員としては当然のことでありますが、予算を使

うことによって町民の安定した生活、幸せを確保していくという、

予算を使用する目的からいえば、そこまでやる必要はないのではな

いかということで私のところには、ほぼかなり予算の執行に関する

書類が回ってきます。その際に流用であったり、あるいは予備費の

活用であったり、それから自治会からのいろんな要望のこともあり

ます。それらをみてみます限り、かなり柔軟に例えば建設課の各地

域からの要望に関しては、私のところにあがってくる段階でこれは、

これこれの事業予算を使って今年度やります、あるいはこれは緊急

性からして来年度の予算でやりますとか、しっかり判断したものが

あがっていておりますので、そういう意味での各課長の裁量という

ものは担保たれるのではないかと。



226

先ほど町長が答弁ありましたけれども、町長の指示は先ほど答弁

でありましたように、どんどん各課長の判断でやってくださいとい

う指示を私も度々横にいて耳にいたしております。むしろ私のほう

がこれはどうなっちゅう、あれはどうなっちゅうということでむし

ろ細かいかもわかりません。ただそういう財政規律を守るという意

味では一定そういったチェックもしながら、しかし職員はお話にも

ありましたようにみずからが佐川町のためにこれが最善なのだとい

う思いをもって、執行することに対してブレーキをかけるつもりは

私もございませんし、町長が申し上げたとおり、やろうというふう

に日々の仕事をする中で感じておるところでございます。なお一層、

予算の活用、執行の運用の仕方につきましては来年度の予算編成が

これから始まってきます。本日午前中から何人かの議員のかたにお

話をいただきましたけれども、さまざまご要望をいただいておりま

す。そのために財源の確保が必要でございます。それをするために、

先ほど予算の固定化みたいな話をさせていただきましたけれども、

予算もしっかり見直して、スクラップをすべきはスクラップをする。

その財源を新しい事業に振り向けるそういう作業を編成作業を通じ

てやっていきたいと考えております。以上でございます。

12 番（永田耕朗君）

副町長から私の質問に対して、間違いのご指摘がないようでござ

いましたので、訂正はするにようばんかというふうに考えますが、

今日だんだんと予算編成に向けての意見を申し上げさせていただ

きましたが、ぜひとも町長の部下、手足であります職員が楽に気楽

にもっと積極的に仕事ができるように少し予備費も認めていただ

いて予算編成していただきますように期待をいたしまして、私の一

般質問を終わります。ありがとうございました。

議長（岡村統正君）

以上で、12 番、永田耕朗君の一般質問を終わります。

日程第２、常任委員会審査報告についてを議題とします。

産業厚生常任委員長の報告を願います。

産業厚生常任委員長（藤原健祐君）

（以下、「産業厚生常任委員会審査報告書」朗読）

以上でございます。

議長（岡村統正君）

以上で報告を終わります。
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これから受理番号５号について、討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから採決を行います。

この陳情に対する委員長の報告は採択です。

この陳情について、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手

を求めます。

全員賛成。

したがって、受理番号５、陳情書について採択することに決定し

ました。

受理番号６について、これから討論を行います。

討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから採決を行います。

この陳情に対する委員長の報告は採択です。

この陳情について、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手

を求めます。

賛成多数。

したがって、受理番号６、すべての子どもによりよい幼児教育・

保育の無償化の実現を求める意見書の提出を求める陳情書につい

て、採択することに決定しました。

以上で、本日の日程は全部終了しました。

次の会議を、12 日の午前９時とします。

本日は、これで散会します。

散会 午後４時 20 分
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